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      午前１０時００分 開議   

 

◎開議宣告 

○議長（大原 昇君） おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員は１４名でありま

す。定足数に達しておりますので、これか

ら平成２９年第１回美幌町議会定例会第１

６日目の会議を開きます。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（大原 昇君） 日程第１ 会議録

署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２５条

の規定により、１１番橋本博之君さん、１

２番中嶋すみ江さんを指名します。 

――――――――――――――――――― 

◎諸般の報告 

○議長（大原 昇君） 諸般の報告を行い

ます。 

 諸般の報告については、事務局長から報

告させます。 

○事務局長（藤原豪二君） 諸般の報告を

申し上げます。 

 本日の会議につきましては、お手元に配

付しております議事日程のとおりでありま

す。 

 朗読については、省略させていただきま

す。 

 次に、地方自治法第１２１条第１項の規

定に基づく出席説明員につきましては、第

１日目と同様でありますので、御了承願い

ます。 

 なお、髙木監査委員、所用のため、本日

欠席の旨、届け出がありました。 

 以上で諸般の報告を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎議会運営委員長報告 

○議長（大原 昇君） 昨日、議会運営委

員会を開きましたので、委員長からその結

果について報告を求めます。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 昨日、３月２１

日、議会運営委員会を開催いたしましたの

で、その内容と結果について報告いたしま

す。 

 町長より追加議案として、報告第５号専

決処分の報告についてが提出されましたの

で、最終日、３月２３日の日程に追加し、

審議することといたします。 

 議員各位及び説明員の皆さんの御協力を

お願い申し上げまして、議会運営委員会委

員長としての報告といたします。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 ただいま、議会運営委員会委員長から報

告のあったとおり、報告第５号専決処分の

報告についてを第１７日目の日程に追加

し、議題にしたいと思いますが、これに御

異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、報告第５号を第１７日目の

日程に追加し、議題とすることに決定しま

した。 

――――――――――――――――――― 

◎日程第２ 議案第１１号から 

      議案第２５号まで 

○議長（大原 昇君） 日程第２ 議案第

１１号オホーツク町村公平委員会規約の変

更についてから議案第２５号平成２９年度

美幌町病院事業会計予算についてまでの１

５件を議題といたします。 

 第１５日目に引き続き、質疑を行いま

す。 

 議案第１８号平成２９年度美幌町一般会

計予算についての質疑を行います。 

 担当部局ごと、事項別明細書の款及び項

ごとに進めたいと思います。 

 なお、予算書の第２表、債務負担行為及

び第３表、地方債に対し質疑する場合は、

それに対応する事項別明細書の項の中で質

疑をお願いいたします。 
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 歳出の１０款、教育費、５項、保健体育

費、２００ページから２０９ページまでの

質疑を許します。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ２０１ページの保

健体育費、保健体育総務費の中の全国、全

道競技大会選手派遣補助金３００万円につ

いてでありますけれども、平成２８年度の

実績について説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの全国、全道競技大会選手派遣補助金

の質問についてでございますが、平成２８

年度実績ということで、補助金交付額が合

計２０５万１,０００円となっております。 

 中身につきましては、国際大会、１団体

１名、ペタンクでマダガスカルの選手権に

出場しているものであります。全国大会に

つきましては、９団体３５名、全道大会に

ついては、１１団体１５８名、国体につい

ては、ボーリングで１名、計２２件の１９

５名に対して補助を支出しております。 

 細かい中身につきましては、配付してお

ります別紙資料を御参照いただければと思

います。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） ただいま、平成２

８年度の実績を拝見しましたけれども、ス

ポーツ尐年団の活躍が著しいということが

よくわかるわけであります。町としても誇

りではないかと感じるところでありますけ

れども、このことは、本人はもとより、指

導者の御尽力と、さらに親の力が大きいと

感じるところであります。 

 補助改定案がありますけれども、関係者

の負担を尐しでも和らげることにより、さ

らによい結果が生まれるのではないかと考

えるところであります。 

 以上であります。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今の全国、全道

競技大会選手派遣補助金３００万円のとこ

ろですが、資料を出していただきましたの

で、どう変わったか、わかりました。 

 ここで、全道大会の引率指導者が拡充に

なって、２分の１から３分の２になってお

りまして、負担を尐しでも減らしたという

意味では大変よいことだと感じていますけ

れども、全国大会は１０分の１０なので

す。実績を見ても、全国大会に行くより全

道大会のほうが多いです。指導者について

は、尐年団も２分の１の負担をしています

けれども、私は、指導者はずっと長い間や

っていただいている方が多いのではないか

と思っています。指導をずっとしていただ

くためには、指導者の負担を尐しでも減ら

していかなければならないのではないかと

思っていますので、行く行くはここも１０

分の１０にしていただきたいということ

と、どういう尐年団があって、それを誰が

指導しているのか、もしそういう書類をい

ただけるのなら、後日にでもいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 岡本

議員の質問でございますけれども、当然、

これだけ活躍している陰には、指導者の影

響はかなり大きいものがございます。 

 日常的な指導者にかかる負担もございま

すけれども、指導者は、情熱を持って、ボ

ランティア精神で指導していただいており

ます。管内大会も含めて、それなりの負担

は生じているかと思いますが、尐年団につ

いては、それぞれ母集団がありまして、保

護者が指導者を支えながら、全体で指導者

の負担を軽減しながら活動していると理解

しているところでありますけれども、全道

大会についても、今後、また検討をさせて

いただきたいと考えております。 

 尐年団につきましては、今、本町では１
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９団体ございまして、一覧は後ほど資料と

して配付できればと考えておりますが、こ

れだけさまざまな種目の尐年団があるとい

うことで、美幌町は近隣の市町村に比べて

も断トツに数が多いと考えております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 指導者が情熱を

持って指導していただいているということ

は、全てではないですけれども、私も一部

見ていまして、こういうところでいつもや

っていただいているのだなと思ったことも

あります。 

 また、その指導者も代がわりしていくと

思うのです。そのときに、若い人たちがい

つまでもボランティア的にということには

ならないと思います。ふだんから負担をし

ながらやっていますので、経済的負担をず

っとしていけるのかということと、全道大

会も遠いところは击館まであります。そん

な晴れの日に指導者が行けないというのは

変だと思っていますので、よく考えていた

だきたいと思います。 

 ただ、前進していますので、大いに結構

なことだと感じています。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ２０３ページの保

健体育総務費の中で、スポーツ指導者資格

取得補助金というものが新たに２１万６,０

００円提案されております。この内容につ

いて御説明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまのスポーツ指導者資格取得補助金２１

万６,０００円についての質問でございます

が、内容については、本町のスポーツ活動

を維持しながら、さらに選手が活躍できる

ようにするためには、指導者の確保はもち

ろんでございますけれども、すぐれた指導

者の育成、また資質の向上が青尐年の育成

に大きな影響を与えるものであります。し

かしながら、スポーツを経験してきた若い

世代が指導者として活躍するためには、研

修の参加、また、指導者の資格を取得する

際に大きな負担がかかるという現状にござ

います。そうした指導者の育成に対して支

援をしようとするものでございます。 

 そこで、スポーツ尐年団の活動の維持と

ジュニア期の特性を捉えた指導力の向上の

ために、主に青尐年の指導に必要な指導員

資格の取得にかかる受講費を助成する制度

を新設するものでございます。 

 対象とする資格につきましては、公益財

団法人日本体育協会が公認するジュニアス

ポーツ指導員、またはスポーツ指導者競技

別指導者、そのほか指導者資格でジュニア

の指導に必要と認められるものを対象とし

たいと考えております。 

 対象者につきましては、申請時に本町に

在住する者で、地域スポーツクラブ等、ジ

ュニアの指導に当たっている者、なおかつ

当該年度において団体に登録している者な

どを対象としたいと考えております。 

 助成金の額につきましては、指導者資格

取得講習の共通科目及び専門科目を受講す

る際に要する受講料相当額といたしまし

て、共通科目が２万１,６００円、専門科目

が２万１,６００円、合わせて４万３,２０

０円を上限として、５名分を予算計上させ

ていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） その前の質問にあ

りました派遣の補助金の拡充もそうです

が、先ほど主幹から説明がありましたよう

に、指導者というのは本当にボランティア

で情熱を持ってやられて、今まではこうい

った資格の取得も自費でやってきたという

ことを考えれば、こういう形で、それを支
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える指導者を行政としてしっかりサポート

してくということで、受講料について支援

するというのは大変すばらしいことだと思

います。 

 先ほど、１９の尐年団があるということ

でしたが、全ての尐年団の指導者が資格を

持っているわけではありませんし、資格の

取得でそれぞれの団体からどの程度申請が

あるのかもわかりません。例えば、今回は

２１万６,０００円ですから、１科目で言う

と１０科目分、１０人分です。これらの希

望が多い場合の対応は考えられていくの

か、その辺についてお聞かせいただきたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 資格

を取得する際に、先ほど説明しました共通

科目とあわせて、専門科目も取らなければ

なりません。それで、５名分という予算で

ございますが、既に資格を持っている方、

共通科目を取得している場合は免除される

ということもあるかもしれませんが、今

回、初年度ということで、どれくらいの希

望があるか、事前に取りまとめしているわ

けではございません。今後、資格の申し込

みが６月ぐらいから始まりますので、事前

に各尐年団、団体に周知しまして、希望を

とって、その中で検討していきたいと思い

ますが、こちらの希望としましては、所属

からの推薦を受けた上で、若い方に取って

いただきたいという希望がございますけれ

ども、１年限りではございませんので、次

年度を含めて選考した上で資格取得を奨励

していきたいと考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 同じくスポーツ

指導者資格取得補助金についてですが、今

までなかったことが本当に不思議だと思っ

ております。ほとんどの人がボランティア

でやっていたということですあります。今

回、新規の事業で補助金を出すということ

ですので、それにかかる交通費や宿泊費が

要るなら、その辺も将来的には見る考えは

ないのかどうか、お聞きしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 橋本

議員の質問でございますけれども、まず、

受講に対しまして、開催地は、それぞれ札

幌で開催される場合とか、その年によって

は関東でしか受講できないというものがご

ざいます。旅費を積算する部分も難しいと

ころはございますけれども、本来、研修の

内容につきましては、前期・後期で２泊３

日など、金銭的な部分も含めて日程的な負

担がかなり生じてきます。 

 そういった意味では、広く手厚く支援し

ていくということが本来は望ましいと考え

ておりますが、近隣の市町も含めて参考に

しながら、まずは受講料を支援することで

資格取得のきっかけをつくっていきたいと

考えておりますので、今後、その辺も含め

て検討していきたいと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） そこで、資格を

取った方との契約といいますか、取った

後、どの程度貢献していただくとか、そう

いった話し合いを今のところ持っていらっ

しゃらないのかどうか、お聞きしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） 資格

を取得した後、４年ごとに更新がございま

して、それについては、個人の資格でござ

いますので、助成の対象にはしておりませ

ん。申請をする際に、先ほど言いました団
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体からの推薦書とあわせまして、町からの

事業への協力要請に対する承諾書をいただ

くとか、資格を取りましたら、当然、各団

体でジュニアの育成にかかわっていくと思

いますが、町の事業にも協力できるような

承諾は受けた上で資格を取得していただき

たいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １３番古舘繁夫さん。 

○１３番（古舘繁夫君） 同じページの体

育施設費です。 

 スポーツセンターを耐震化するというこ

とで、実施設計委託料１,０８１万１,００

０円の予算を計上しています。ということ

は、簡単に言うと、図面ができてきて、地

震があっても壊れないような、そういう耐

震の仕事、作業、工事をするのだろうと思

うのですが、ことし中にでもぱっとやるの

か、また、ここは利用者が大変多いのです

が、この作業にどれくらいかかって、どん

なあんばいなのか、この１,０８１万円の中

にどれくらいのことが含まれているのかも

あわせてお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの古舘議員の質問でございますけれど

も、まず一つ目に、耐震化に係る予定でご

ざいますが、実施設計の委託につきまして

は、平成２９年５月上旪に入札にかけてい

きたいと考えております。 

 実施設計の完成に８カ月ほどかかります

ので、平成３０年１月の完成を見込みまし

て、耐震補強の工事につきましては、平成

３０年６月から３１年３月まで、およそ１

年近くかかるかと思います。耐震のメニュ

ーによって工期が若干前後するかと思いま

すけれども、その予定で各団体にもあらか

じめ周知をしていきたいと考えておりま

す。 

 次の工事内容につきましては、当然、耐

震改修に係る工事ということで、鉄骨工

事、補強、コンクリートの工事ということ

で、基礎の補強を１６カ所行います。 

 その耐震とあわせて、大規模改修という

ことで、つり天井の金具の工事、窓枠、サ

ッシガラスの建具改修、玄関、観覧席等の

床、内壁、断熱材等の壁の補修、天井断

熱、天井材の改修、観覧席のベンチの改修

等を含めた耐震の工事内容となっておりま

す。 

 あわせて、電気設備ということで、照明

のＬＥＤ化も含めて改修をする予定でござ

います。 

 工期につきましては、およそ６月から３

月までの約１年間は使えないという見込み

になっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑ありま

せんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ２０５ページ、

教育費、保健体育費、体育施設費の中のス

ケートリンク造成維持管理委託料３２１万

５,０００円とあります。同じ場所に、シー

ズンは違いますが、パークゴルフ場も関係

しておりますので、あわせて、パークゴル

フ場管理業務委託料６６９万８,０００円、

この管理内容について説明をしていただき

たいと思います。 

 また、パークゴルフ場の公認コース取得

状況について、改めてお聞かせ願いたいと

存じます。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ただ

いまの、スケートリンク、パークゴルフ場

の業務委託の内容でございますが、まず、

スケートリンクにつきましては、大正橋ス

ケートリンクの造成並びに維持管理に係る

委託料でございます。委託の内容につきま

しては、スケートリンクの散水及びなら

し、リンク内及び周辺の除雪等でございま

す。 
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 委託期間につきましては、平成２９年１

２月１日から３０年２月２８日まででござ

いまして、開設期間は例年１２月下旪から

翌年の２月中旪ごろとなっております。 

 管理方法につきましては、スケート協会

のほうで６名、交代制で委託を行っており

ますが、内容につきましては、整地、測

量、造成作業、これにつきましては人件費

が１１６人工、トラクター等の借り上げ、

散水車の借り上げが入っております。除雪

作業につきましては、人件費が４５人工

で、トラクター等除雪車両の借り上げが入

っております。管理作業としましては、人

件費５０人工で、車両等、暖房用の燃料

代、それとプレハブの設置・撤去作業等の

内容でございます。 

 続けて、パークゴルフ場の管理業務の内

容につきましては、網走川河畔公園のパー

クゴルフ場の管理業務で、草刈り、散水、

カップ、その他設備の維持管理、それと利

用券の発券、券売業務となっております。 

 パークゴルフ場の公認コースの取得に係

る手数料につきましては、平成２８年度当

初は予算計上しておりましたけれども、台

風１１号による災害の影響により再整備の

スケジュールがおくれた関係もございます

が、２８年度の認定は見送ることとしまし

て、平成２９年度開設当初に公認コースの

認定を受けることで予算計上させていただ

いております。 

 委託の内容につきましては、委託期間が

４月１日から１１月６日まで、開設の期間

は５月１日を予定しており、１０月３１日

までの６カ月間でございます。 

 管理方法につきましては、管理業務、主

に草刈り等の業務につきまして２.５名、券

売業務は３名の交代制で行っております。 

 業務内容につきましては、開設・閉鎖作

業が延べ９８人工、肥料散布作業が延べ１

２人工、散水・排水作業が延べ３０人工、

草刈り作業が延べ２１６人工、目土作業が

延べ１８人工、カップの移動作業が延べ１

２人工、券売業務は延べ１８４人工、散水

業務の委託ということで４１日分を見てお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 内容的には二つ

聞いておりまして、混乱したら困りますの

で、あえてスケートリンクに限って２回目

の質問といたします。今説明を受けた整地

作業についてですが、タイヤローラー等機

械借り上げ、それから測量等ということで

説明いただきました。 

 まず、整地作業ですが、小学校費の例を

とらせていただきますと、３,０００何百平

米でという説明の中で予算が組まれており

ます。 

 今回、簡単に言えば、大正橋にあるスケ

ートリンク場は、何平米なのかがわかりま

せん。その点は押さえておきたいと思いま

すので、数字を拾っていればお教え願いた

いと思います。 

 二つ目は、小学校でつくっているものと

大正橋でつくっているものの差異について

です。もちろん、場所という意味では違う

場所でありますけれども、整地作業にタイ

ヤローラーを持っていってやっているとい

う説明でしたので、それもあわせて、その

差異を教えていただきたいのです。 

 三つ目は、供する期間ということで、先

ほど小学校の例を挙げましたが、おのずと

これが違ってくれば、管理の内容も、日数

という意味で差異もあるかと思っています

ので、説明していただければと思います。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） まず

一つ目の平米数ですけれども、大正橋のス

ケートリンクの面積は１万１,５７６.６平

米ございます。これは、中のリンクも含め

てでございますので、正確には４００メー

トルのトラックの滑るところを整地すると
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いうことではございますが、中リンクも含

めて、およそ１万１,５７６.６平米という

ことでございます。 

 二つ目の小学校との差異でございますけ

れども、大正橋につくっておりますスケー

トリンクにつきましては、日本スケート連

盟が公認する４００メートルのシングルト

ラックの規格と合わせて測量しておりま

す。これは、大会を開催する際にも、審判

員がおりましたら公認の記録がとれるとい

う正式なスケートリンクということで認識

しております。 

 小学校は学校授業等で使用しているとい

うことで、そこまでしてつくっておりませ

んので、そこが大きな差かと考えておりま

す。 

 三つ目の日数ですが、開設期間について

は造成の日程によって前後しますが、おお

むね２カ月半程度の使用になっていると思

います。 

 小学校が７５日、大正橋のほうは５５日

の使用期間ということでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） スケートリンク

の３回目として捉えてください。 

 整地作業に一定の日数がかかると思うの

です。もちろん整地した後、それこそ造成

といいますか、水まきなどの段階を踏まれ

ると思いますが、あえて言えば、新年度予

算の中で、今説明を受けましたけれども、

整地作業、測量等にかかる具体的な予算は

どのくらいの割合なのでしょうか。金額で

言ってくれたら一発でわかるのですが、細

かく押さえているのであれば教えてくださ

い。 

 もう一回言います。 

 整地作業、測量にかかる、金額的に言っ

てくれたらわかるのですが、その点はもち

ろん押さえているものと思っていますの

で、お聞きしたいと思います。 

 もう一点、スケートリンクに限って言い

ますと、プレハブ設置・撤去作業です。

今、パークゴルフ場のことをお聞きするつ

もりはないのですが、たまたま平成２８年

度に立派なプレハブを設置させていただい

たという記憶があります。そういう意味

で、せっかくあるのであれば、それも活用

しているのだろうという思いもあるもので

すから、プレハブ設置作業についてどのよ

うなお考えで計上しているのか、スケート

リンクに限って３回目の質問ですので、御

丁寧な答弁をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ま

ず、１点目の測量についてでございますけ

れども、造成費につきましては１４８万９,

９００円を見ております。そのほかにつき

ましては、おおむね７万円ほどを見て、車

両の借り上げ、測量作業を委託しておりま

す。 

 続いて、プレハブの設置作業につきまし

ては、今回、パークゴルフ場の整備とあわ

せて設置したプレハブにつきましては、今

回のスケート大会等で使用しております。

その設置は完了しておりますので、撤去作

業は入っておりません。 

 そのほか、大会に使用している本部席、

それから、利用する方の控え室としてのプ

レハブにつきましては、町の予算で設置し

ておりますが、ここの委託に含まれている

プレハブの設置・撤去作業につきまして

は、造成に係るプレハブ、管理人が常駐す

るプレハブでございますけれども、その設

置・撤去作業ということで、一式３万円を

見ております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） パークゴルフ場

の２回目ということでお話しさせてくださ

い。 
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 委託期間が４月１日から１１月６日ま

で、開設期間が５月１日から１０月３１日

と御説明を受けております。これは、シー

ズンは違いますが、大つかみで言えばスケ

ートリンクと同じ場所にあります。妙なお

尋ねで申しわけないのですが、パークゴル

フ場というのは、やはり芝が売りだと思う

のです。そして、地面の多尐のアップダウ

ンが競技をおもしろくしている大きい要素

だと思うのです。 

 スケートの話に戻るつもりはありません

が、スケートのときの整地作業とは、簡単

に言えば、凹凸をなくして氷の品質を保つ

ために、一定の氷の厚さを確保するための

行為です。片方では、アップダウンを含め

たり変化を求めたりしながら楽しむ競技で

す。そういう意味では、開設に当たっての

作業において、単に人工数ばかりではなく

て、グレードの管理という意味での御説明

がなかったと思うのです。私は、アップダ

ウンというのは逆に必要だと私は思ってい

ますので、そういうことの管理はどうなさ

っているのかということを伺います。 

 それから、委託期間は４月１日で、供用

するのは５月１日とうたっていますが、実

際に開設・閉鎖作業で９８人工ということ

で、人工数的にはこのぐらいで努力されて

いるのだろうと思いますけれども、作業と

しては、人工数と肥料と種代で終わってい

るのが現状というのであれば、パークのい

ろいろな絡みであそこを整備し直して使っ

ていただきたいという趣旨から言うと、お

もしろみという意味ではいかがなものかと

思うのです。その管理を含めてお答えいた

だきたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ま

ず、１点目の整地、グレードということで

ございますけれども、スケートリンクの部

分とパークゴルフで使用しているコースは

共用してございませんので、スケートリン

クの一部を駐車場として使用しているとい

うことで、整地、パークゴルフ場のアップ

ダウンにつきましては、特に支障がないと

考えております。 

 それから、おもしろみといいますか、今

年度、再整備をさせていただいております

が、春先の状況を見ながら、また通常の整

備は進めていきますけれども、これまで体

育協会のほうで適切に管理をしていただい

ておりますので、今回の整備とあわせて適

切な整備を行っていきたいと考えておりま

す。 

 また、委託期間と開設期間の１カ月のず

れがございますけれども、これにつきまし

ては、融雪剤の散布や水抜き作業、また、

芝が根を張るまでの草刈り、ティーショッ

ト台、ホールの設置等を含めて、１カ月間

で開設までの準備に当たっていただいてお

ります。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） パークゴルフ場

の３回目ということで伺います。 

 今後、パークゴルフ場の公認コースを取

得されるわけですから、もちろん一定の審

査の上で公認になると思います。例えば、

結果としてスケートリンクでやっている場

所は駐車場だからという御説明も半分はわ

からないわけではないけれども、スケート

をやるときも、駐車場は、あそこをみんな

歩いていくわけではないから、私は駐車場

は駐車場であるべきだと思っていますが、

今のところは支障がないと受けとめたいと

思います。 

 ただ、１点気になるのは、私も職業柄わ

かるのですが、しばれという意味では、何

も転圧していない場所より、しばれの深さ

は深いのです。そうすると、大きく言うと

場所がたまたま同じなので、せっかくパー

クゴルフをするにしても、しばれが早く溶

けるようにして、芝生の生育を早めたほう
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がいいのかという観点で言えば、多尐はお

互いに影響し合っているのではないかと思

うのです。そういう意味で、公認取得後を

含めて、将来どう考えているのか、お聞か

せ願いたいと存じます。 

 これで終わります。 

○議長（大原 昇君） スポーツ振興主

幹。 

○スポーツ振興主幹（浅野謙司君） ま

ず、リンクも含めて転圧をしているところ

と、パークゴルフ場につきましては、一部

駐車場で共用しているところはございます

けれども、リンクを造成する際には、転圧

をしたところも１度掘り起こして、その後

に転圧しておりますので、リンクとしては

影響がないと考えています。 

 パークゴルフ場につきましても、除雪を

した雪が山になっているところが一部ござ

いますけれども、そこを崩して、融雪剤を

まいて、芝が早く管理できるように体育協

会として努力をしているところでございま

す。 

 また、通常の管理につきましては、随

時、状況を見ながら整備に努めていきたい

と考えております。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ２０７ページ、学

校給食センター費、賄材料費８,２２４万

７,０００円についてですが、地場産食材調

達状況について説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（石田勇一君） 地産地消

ということでお答えいたします。 

 地元農産物の発注状況でございますが、

平成２７年度と２６年度との比較となりま

す。平成２７年度については３８.０％、２

６年度については３０.７％ということで、

前年比７.３％の増となっております。 

 また、地元の発注状況ということでござ

います。食材の納入業者は１９社ございま

して、町内業者が１２社となっておりま

す。町外は７社ということでございます

が、このうち、給食用の牛乳の供給事業者

として北海道が指定する乳業メーカー１社

と、同じく給食用の精米として供給してい

る公益財団法人北海道学校給食会の２社が

含まれております。 

 なお、地元農産物の使用状況ということ

で、２カ年の詳細についてはお手元の資料

のとおりとなっておりますので、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 地場産品の調達状

況はわかりました。 

 その中で、乳業メーカー、米、これは道

の指定でありますけれども、町内で調達は

できないものなのか、限定されているのか

ということと、全発注額の地元調達の割合

を教えてください。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（石田勇一君） 牛乳につ

いては、全道の市町村で同じなのですけれ

ども、北海道農政部のほうで各乳業メーカ

ーを指定しまして、各市町村に供給してい

るということで、市町村で決めるというこ

とにはなっていないため、町内で調達する

ことはなかなか難しいかと思います。 

 米については、月１回程度ですけれど

も、町内の農家さんから米の購入をしてお

ります。 

 それから、食材の発注の割合ですけれど

も、平成２７年度の決算ベースで言います

と、約５割を地元の町内業者の方から購入

させていただいている状況でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） 同じく２０７ペ

ージ、教育費、保健体育費、学校給食セン

ター費の中の賄材料費について、髙橋議員
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と同様ですので、あえて端的にお聞かせ願

いたいと思います。 

 全体の説明の中で、３回合わせて６０万

円を地元でという解釈について、今回いた

だいた資料を見ると、地元農産物の割合が

１００％のもの、５０％を超えているもの

ということで、出ている範囲内では相当数

を使っていると思っています。 

 そういう意味で、８,２００万円という予

算の中で説明を受けておりますので、他の

議員も細かく聞いていると思いますが、ま

だ理解に至っていません。どういう趣旨で

３回で６０万円という説明があったのか、

お答え願えればと存じます。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（石田勇一君） 今回、地

産地消、食育の推進ということで、６０万

４,０００円の新規事業ということで計上さ

せていただいております。 

 この積算の考え方ですけれども、例え

ば、今考えているのがアスパラうどんと

か、地元の特産品を提供するということ

で、今までも、一つ一つパックにして、普

通のうどんを提供しています。今回、予算

計上させていただいて、例えばアスパラう

どんも同じような形で提供するのですけれ

ども、アスパラうどんの提供については、

かなり値が張るものですから、通常の給食

で出しているうどんとアスパラうどんを提

供するときの差額を一般財源で予算措置さ

せていただいたということです。アスパラ

うどん、トマトパスタ、びほろ豚ジンギス

カンの３回分を合わせて給食費から超える

分の６０万４,０００円を新規で計上させて

いただいたところでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 私なりに勝手に

解釈させていただければ、例えば、今あっ

たアスパラうどんは製品で、ジンギスカン

も製品だということです。ニンジンや芋と

いうのは材料であるのに対して、アスパラ

うどんというのは、加工されているので、

製品だと私は捉えたのです。びほろ豚ジン

ギスカンも、給食センターで加工してとい

う意味ではなくて、ある意味の製品という

位置づけでいいのか。今、私の講釈を述べ

ましたけれども、そのように受けとめ、あ

えてお聞きします。 

 こういう試みは、いいとは思うのです。

ただ、３回で６０万円ということですが、

給食を提供する日数に生徒数を掛けたら、

何万食とあると思うのです。その答えを私

は今言えませんけれども、ちょっと力が入

っていないのではないかと思うのです。過

去に、地産地消という課題を含めて、安

全・安心という目に見える加工も含めて使

いましょうという質問をいたしました。や

っと金額の提案をするくらいのスピードを

感じましたが、その辺の考え方について、

今回やるのはだめだということではなく

て、給食の回数で３回分というのは、余り

にも力が入っていないと思うのです。その

過程を教え願いたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（石田勇一君） 給食で

は、これまでも地産地消ということで、毎

年、ＪＡびほろからタマネギとかニンジン

等をいただいて、最近はアスパラもいただ

けるのですが、それを調理して給食として

出している経過がございます。 

 今回、加工されたものを出すのは初めて

ということで、議員のおっしゃるとおり、

３回というのは尐ないですけれども、経過

から言いますと、アスパラうどんが製品化

されたのが去年かおととしぐらいで、トマ

トパスタは昨年ということで、製品化され

てまだ日が浅いものですから、今年度の提

供となった経過がございます。 

 市販されているものを使うわけではなく

て、いずれも町内の製麺業者が市販されて

いる乾麺も製造していますので、そちらの

ほうで、給食用に、小麦粉からアスパラの

ペーストを練り込んで、それをゆでてパッ
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ク麺にするということで、今回このような

予算を計上させていただきました。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 過去にも聞いた

と思うのですが、風邪で休んだり云々とい

う細かい話は別にして、平成２９年度の給

食提供日数掛ける生徒数という資料があれ

ば、参考のためにお教え願いたいと存じま

す。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（石田勇一君） 平成２９

年度の児童生徒数、これは教職員も含めた

人数ですけれども、１,６２５人でありま

す。そして、給食の提供回数ですが、各学

校、学年によって、例えば小学６年生とか

中学３年生は卒業して尐し早くいなくなり

ますので、最大２０２日の提供となってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） 同じく賄材料費

について御質問させていただきますが、地

産地消食材６０万４,０００円の事業目的と

内容については説明しなくても書いてある

ので、大丈夫です。 

 そこで、２回目の質問になりますが、賄

材料費の関係で、地元食材の調達率です。

ちょっとわからないのですけれども、これ

は金額で言っているのか、製品で言ってい

るのか、品数で言っているのか、重さで言

っているのか、カロリーで言っているの

か、荷重配分なのか、その辺を聞かせてい

ただきたいと思います。 

 今回、６０万円で地元加工品をプラスす

ることによって地元調達率がどの程度上が

るのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（石田勇一君） 今回、地

産地消推進ということで６０万４,０００円

の計上をさせていただいております。 

 目的としましては、町内で生産加工され

た食材を活用することによって地産地消と

食育の推進を図るというものでございま

す。 

 内容としましては、給食用として美幌産

の食材で加工された美幌産のアスパラうど

ん、美幌トマトパスタ、びほろ豚ジンギス

カンの３回の提供でございます。 

 御質問のありました地元の使用割合です

が、先ほど髙橋議員、吉住議員からの御質

問に対してお答えしましたように、地元農

産物の使用状況については、重量の割合で

す。 

 金額ベースで言うと、平成２７年度実績

で８,１００万円ほどの食材の支出をしてお

りますが、町内の発注割合としては、金額

ベースで言うと約５０％程度でございま

す。 

 今回、３回提供することによって地元の

調達割合がどうかということですけれど

も、金額ベースで言うと、上がるのは間違

いないですけれども、極端に上がるという

ことではないと思います。  

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 今回提案させて

いただいた６０万円ですが、基本的には、

従来どおり、地元の食材、加工品を使わせ

ていただいています。 

 一つの例として、美幌アスパラうどんと

いう名前が挙がっていますけれども、従来

は地元の普通のうどんを提供しておりま

す。 

 賄材料費というのは全て公会計でやって

いますので、一般会計から支出はするので

すけれども、親御さんからきちんと収入と

していただいています。美幌高校の元気プ

ロジェクトを含めて、いろいろな製品を開

発してきたのですが、なかなか消費につな

がらないところがあるので、それを尐しで

も消費につなげたいという思いから、どう

してもその分、例えば、うどんとアスパラ
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うどんであれば差額が出ます。アスパラの

粉を練り込むことによって高上りになるの

で、その差額分を出しましょうというのが

今回の考え方です。 

 ですから、家に帰って、こういうおいし

いアスパラうどんを食べましたということ

で、市販されているから、今度は、家庭で

もそういうものをぜひ食べましょうという

ことで、地域振興に尐しでも寄与できれば

と思いますし、私どもの立場とすれば、加

工された良いものを尐しでも子供たちに食

べていただきたいということです。 

 ただ、歩みとしては、そんなに一遍に何

食もということはできないので、今回、額

的には６０万円、回数的には３回ですけれ

ども、親御さんから、またこのようなこと

をやってくださいという御意見が出てくれ

ば、町長とまた相談しながら、次年度以降

またいろいろと考えさせていただきたいと

思います。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） 地元で生産され

た食材を利用するということについて、私

も、できるのなら子供たちを１００％地元

の食材で育ててあげたいと思いますが、な

いものは仕方がないから、その分だけ調達

率が落ちるということは本当によくわかり

ました。 

 その中で、この調達率の計算方法ですけ

れども、一定の決めがあるのかどうかが問

題かと思います。重量でいくと、加工品を

加えても調達率はほとんどかわらないです

よね。ある程度、荷重配分的な調達率の計

算方法というのが全国的にどうなのか、そ

の辺も含めてお聞かせいただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校給食主幹。 

○学校給食主幹（石田勇一君） 調達率の

算出ルールは特にありませんけれども、例

えば、国の食育推進計画の中では重量比ベ

ースでやっておりますので、それに準じて

各市町村も出しているのかと考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） 第５項保健体育費

の質疑はありますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１０款、

教育費を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１１時１５分といたします。 

午前１１時０３分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午前１１時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 引き続き、平成２９年度美幌町一般会計

予算についての質疑を行います。 

 次に、１１款、公債費、２１０ページか

ら２１１ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１１款、

公債費を終わります。 

 次に、１２款、職員給与費、２１２ペー

ジから２１３ページまでの質疑を許しま

す。 

 質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１２款、

職員給与費を終わります。 

 次に、１３款、予備費、２１４ページか

ら２１５ページまでの質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、１３款、

予備費を終わります。 

 以上で一般会計歳出の質疑を終わりま

す。 

 次に、歳入に入ります。 

 歳入は、一括して２０ページから７３ペ

ージまでの質疑を許します。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） ４５ページの

住宅使用料、町営住宅使用料の１億４,６２



 

－ 375 － 

７万１,０００円のところで、昨年度より６

０５万４,０００円減額になっております。

その理由をお伺いいたします。 

○議長（大原 昇君） 建築主幹。 

○建築主幹（西 俊男君） 町営住宅の使

用料が昨年度より６０５万４,０００円減額

となった理由でありますけれども、まず、

町営住宅の使用料の算出について御説明し

ます。 

 現年度については、１１月の家賃をベー

スとして年額を推計し、その額に入退居の

異動等を加味した額に収納率を乗じて算出

しております。 

 滞納繰越分については、平成２４年度以

前の滞納額で、年度末の繰り越しの見込額

をもとに、分納誓約等の状況等から納付見

込み額を算定しております。 

 次に、使用料の減額の理由についてです

けれども、現年度分については入居者の減

尐に伴う家賃収入の減尐であります。 

 滞納繰越分については、未納者、未納額

の繰越額の減尐によるもので、減額の内訳

としましては、現年度分が５７３万２,００

０円の減、過年度分が３２万２,０００円の

減となっております。 

 という状況でありますので、御理解のほ

どよろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 歳出のところ

で、入居者が減っているということでマッ

チングしないということをお伺いしまし

た。エレベーターのない３階、４階は希望

者が尐ないということと、車のない方は遠

いところは余り望まないということで、本

当にマッチングしていないということを私

も実感しております。 

 その中で、私は条件の緩和が必要ではな

いかと思うのです。去年、おととしを見ま

しても、だんだん収入が減っている現状で

すので、この収入源を尐しでも補うという

か、なくすためには、そのような条件緩

和、例えば、単身世帯の年齢条件を下げる

とか、そういう方向に持っていき、やって

みてはいかがかと思います。それがだめで

あれば、また違う方法というようにいろい

ろ考えていかなくては、入居者がだんだん

減っていくのではないかと思っております

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 公営住宅

の使用料の減収の理由については、先ほど

主幹が述べたとおりですが、その一つの理

由として、入居者の収入層がだんだん変わ

ってきているということもあります。 

 公営住宅の家賃というのは、同じ３ＬＤ

Ｋでも収入階層によって、基準収入の中で

も４段階に分かれています。同じ仲町の３

ＬＤＫを例としますと、収入によって１万

５,０００円から２万３,６００円まで幅が

あります。 

 そういう中で、入退居の中で、だんだん

入ってくる方の収入層が変わってきます

と、家賃収入が減ってくるということで、

それも一因になっていることを御説明させ

ていただきます。 

 また、今、中嶋議員がおっしゃられまし

た緩和の関係でございます。 

 こちらにつきましては、公営住宅法の中

で細かく入居条件を決めており、単身世帯

の場合は公営住宅法により、高齢者とか、

身体障がい者ということで決められており

まして、町独自で基準緩和できる状況では

ありません。 

 趣旨は理解させていただきますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） いずれにして

も、やはり空き戸数の対策は必要だと思い

ますので、また考えていただきたいと思い

ます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 
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 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ６１ページのふる

さと寄付金についてお尋ねをしたいと思い

ます。 

 過去５年の実績、件数、金額及び前年か

ら３,５００万円と大幅に減尐している理由

についてお聞かせいただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ふるさと寄付

金についてでございます。 

 過去５年間の件数、金額及び目的別の寄

附状況につきましては、さきに提出をさせ

ていただきました資料のとおりとなってお

ります。 

 ふるさと寄付金につきましては、スター

ト時、これは平成２０年度で歳入は２０万

円でした。平成２７年度が８,１６３万３,

０００円と、この７年間で相当な伸びを示

したわけでございますけれども、平成２８

年度におきましては、最終見込みで、今、

４,１００万円を見込んでいるところでござ

います。対前年度比でも約５０％となって

おり、大幅な減尐となる決算を見込んでい

るところから、平成２９年度におきまして

は、３,０００万円のふるさと寄付金を見込

んだところでございます。 

 お尋ねの減尐の要因といたしましては、

一つには熊本大震災による影響があろうか

と考えております。 

 もう一つは、各自治体によって激化され

ております返礼品の競争があるだろうと考

えております。 

 いずれにおきましても、ふるさと寄付金

の確保については、魅力ある返礼品等の開

発も進めていきながら、寄附金確保につい

ては取り組みを進めていきたいと思ってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 原因として、熊本

大震災のことも多尐あると思いますが、全

国的に見ても競争が相当過熱化していると

いう新聞報道がされていますし、熊本と同

じようなことがあっても伸びている地域も

あるということで、どの程度の寄附を得ら

れるかというのは、雲をつかむような話

で、難しいことだと思うのです。平成２７

年が８,１６３万３,０００円ということ

で、今年度も相当期待をしておりましたけ

れども、最終見込みは４,１００万円で５割

弱の減尐ということです。 

 この制度は、本来的には寄附した人の思

いがそれぞれの地域のまちおこしに有効に

使われるという目的であったはずですけれ

ども、今は、いい返礼品を獲得したいと

か、相当いいものをもらえる上に、２,００

０円を超えた部分が減税になるということ

から、本来の目的から方向がかなり変わり

つつあるのではないかということで。実

は、総務省のほうで、ふるさと納税で寄附

した人に自治体が送る返礼品について、調

達額に上限を設けたいという考え方が示さ

れております。 

 美幌町は５割ぐらいの返礼だと思うので

すけれども、町のためにその善意を有効に

活用していくという意味で、国がどういう

目安を示すか定かではありませんし、それ

も法律的な拘束力はない国の考え方ですか

ら難しいのですが、美幌町として、返礼品

に充てる金額を尐し見直し下げることで、

本来の寄附者の意向がもう尐しまちづくり

のための財源として使えるような方向での

考え方というのはいかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 私も、ふるさ

と寄付金の制度がスタートしたときの目的

と相当変わってきているという認識をして

おります。 

 一つには、先ほども御説明をしましたよ

うに、返礼品の内容によって自治体に入っ

てくる寄附金額が大きく違っているという

認識を持っております。そういった意味か

らいくと、寄附者の意向が当初の制度設計
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とは大きく変わったと認識しております

が、一方で、まちづくりにおいても貴重な

財源であると認識しております。 

 ただ、上杉議員がおっしゃるとおり、国

がどの程度の基準を示すかはわかりません

が、寄附金の総額確保とあわせて、寄附の

目的に沿った形での財源確保という意味か

ら考えると、今、５割相当分を返礼品とし

てお返ししておりますけれども、この部分

が正しいかどうかについては検討をする必

要があるのかと思っております。 

 ただ、それによってどのくらいの寄附金

の減尐を招くかということも考慮しながら

考えていきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） やはり、寄附を集

めるために返す金額の競争がどんどん加熱

していくということは、本来的な形ではな

いと思います。お金のたくさんある人が寄

附をして、減税効果から言うと、高額所得

者のほうが明らかに減税を受けられるとい

う矛盾があります。ただ、そうは言いなが

らも美幌町も寄附をいただいていますか

ら、尐し問題がある発言かと思いますけれ

ども、いずれにしても、この制度について

は、国が近いうちに一定の目安を示すとい

うことですから、年度中途に変えることは

なかなか難しいと思いますが、そういう方

向性が示されたら、町としてもぜひ検討し

ていただきたいと思います。あわせて、返

礼品の額を下げることで寄附金が減ってく

るということもありますが、本来的な形に

戻していくことが必要ではないかと考えて

おりますので、よろしくお願いしたいと思

います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 先ほども答弁

をさせていただきましたけれども、もとも

と制度がスタートしたときのふるさと寄付

金の目的は、それぞれのふるさと出身者が

地元のふるさとを思った形での寄附金とい

う制度でございますので、そういった趣旨

を鑑みながら、国の基準と合わせて考えて

いきたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 同じくふるさ

と寄付金についてですが、目的別寄附状況

についてお示ししていただいた資料を見ま

すと、平成２７年度に目的の見直しが実施

されておりまして、寄附される方にすごく

わかりやすくなったと思います。 

 寄附をされた方に何に使われたかを報告

するという見える化で、寄附者との共有感

が生まれると思います。例えば、出産、子

育てに関する事業に自分のお金が使われた

ということがわかると、私が寄附したお金

はこのように使われたのだなということ

で、美幌町と共感を持つことになると思う

のです。それによって、寄附者が２回目の

寄附をするというようになるのではないか

と考えますが、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 政策主幹。 

○政策主幹（小室秀隆君） ただいまの御

質問でありますが、北海道でも先駆的とい

うか実績のある上士幌町は、使い道の最新

情報ということで、例えば、熱気球の関係

で使いましたとか、上士幌体験マルシェの

開催で使いましたとか、そういう情報を流

しております。 

 本町におきましても、このような事例を

踏まえて、使い道についての情報開示につ

いて研究していきたいと思います。 

 よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） せっかく寄附

者と縁が結ばれましたので、この御縁を大

切にしていただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 
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 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ６３ページのふる

さとづくり基金繰入金について、平成２７

年から２９年の基金の充当状況を御説明い

ただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 平成２９年度

の予算におきましては、ふるさとづくり基

金の目的を達成するため、４,０２０万７,

０００円の繰入金を予定しているところで

ございます。 

 ふるさとづくり基金につきましては、豊

かで活力あふれる本町の発展を図るための

個性的かつ魅力的なまちづくり事業に資す

るということになっておりますので、国際

交流事業を初め、８事業の財源に充てるこ

とで予算化を図ったところでございます。 

 なお、平成２７年度から２９年度までの

基金の充当事業につきましては、さきに配

付をさせていただきました資料のとおりと

なっておりますので、よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今も、条例に基づ

いて８事業に充当しているということです

が、おおむね３カ年を見ると、継続して充

当されている事業がありまして、今年度を

見れば、新たに美幌峠のレストハウスの改

修に多額の２,５００万円が充てられており

ます。これは、最終的に新規事業への充当

をどこで決定しているのでしょうか。 

 例えば、予算編成の査定の中で町長以下

で協議しているのか、それとも、まちづく

りに資するという意味で言えば、政策会議

の中で、新年度に新規に上がってきた中か

らこういったものが適切でないかというこ

とを協議しているのか。どこで決まってい

るのかについてお尋ねしたいと思いますの

で、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ふるさとづく

り基金の繰り入れ事業は、予算編成の中

で、新規事業については、事業の内容や効

果、目的等を確認しながら、ふるさとづく

り基金を充当することがふさわしいかどう

か、この基金の目的に沿うかどうかという

ことで、町長を含めて最終決定をさせてい

ただいております。政策会議等の中で決定

をしているわけではなく、予算編成の段階

で基金充当事業について決定させていただ

いているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 予算編成作業の中

でということですが、魅力的なまちづくり

に資するということで言うと、もう尐し全

庁的にというか、各部局長が集まった政策

会議等でどういう事業が本当にふさわしい

のかを協議されるほうがいいと思います。

予算査定の中で、町長や財政を担当してい

るところがある程度判断するより、広く幹

部職員の皆さんに意見を聞く中で、どの事

業に充当するのがいいのかを決定していく

ほうが、この事業の目的により資するので

はないかと感じますけれども、いかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） 特に新規事業

につきましては、町の施策の中でどういっ

た位置づけをするかということも含めて、

町内における統一した認識が必要であろう

と思いますので、その事業の確認等々を含

めて政策会議の中で検討することも進めて

いきたいと考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ５９ページの財産

収入、財産売払収入、不動産売払収入の中

の学校林売払代の２１８万５,０００円につ

いてでありますけれども、山林の売り払い

状況について御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 
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○学校教育主幹（田村圭一君） 新鞍議員

の御質問にお答え申し上げます。 

 山林の売り払い状況でございますが、平

成２９年度につきましては美幌中学校の学

校林を、平成２８年度につきましては東陽

小学校の学校林を売り払うこととしている

ところでございます。 

 内訳につきましては、お配りしてある資

料のとおりでございますので、御確認いた

だきたいと思います。 

 なお、売り払った金額の７割を学校施設

整備基金に積み立て、３割を所管学校の備

品整備に充当しております。 

 以上でございます。よろしくお願いいた

します。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○3番（新鞍峯雄君） １点だけお伺いしま

す。 

 例年、学校林を売り払っているわけでご

ざいますけれども、売り払った金額の７割

を学校施設整備基金に積み立て、３割を所

管学校の備品整備に充当するとありました

が、備品整備に係るものは、教育関連予算

の中で充足するようになっていると考えま

すけれども、この点についてお伺いいたし

ます。 

○議長（大原 昇君） 学校教育主幹。 

○学校教育主幹（田村圭一君） ２９年度

の備品の関係ですが、山林の売り払い２１

８万５,０００円を予定しており、その３割

ということで６５万５,０００円の充当を考

えております。 

 内訳としましては、美幌中学校の技術・

家庭科用の備品等を整備したいと考えてお

りまして、ベルトサンダー、パーツキャビ

ネット、木工具ケース、のこぎり、かん

な、げんのう、あとは、視聴覚教材のソフ

トを購入したいと考えているところでござ

います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ５９ページ、財

産収入、財産運用収入、利子及び配当金の

中に種々の金利収入があるのですが、どう

いう預け入れをして、あえて言えばそれぞ

れどのくらいの金利なのかを承知しておき

たいと思いますので、上から順番に金利の

パーセント、元本に対して幾らという数字

をお伺いします。 

 一例を言うと、役場庁舎改築基金金利に

２０万円とありますが、前回認めて２億円

を積み立てているうち、１年たって２０万

円と計算すれば、パーセントはおのずと出

てくると思います。おのおのの積み立て方

について承知しておきたいと思いますの

で、よろしければ教えてください。 

○議長（大原 昇君） 総務部長。 

○総務部長（広島 学君） ５９ページの

財政調整基金の利子から一番下の屋内多目

的運動場整備基金利子につきましては、全

て０.１％で見込んでいるところでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 歳入についての質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 以上で歳入の質疑

を終わります。 

 歳出の質疑において、町長、教育長から

説明の申し出がありますので、発言を許し

ます。 

 町長。 

○町長（土谷耕治君） 私から発言をさせ

ていただきたいと思います。 

 平成２９年度予算質疑の中で、１５７ペ

ージの７款、商工費、１項、商工費、３

目、観光費、２、観光施設維持管理事業予

算９,５８６万５,０００円のうち、１５

節、工事請負費、美幌峠レストハウス２階

改修工事費の予算額５,０００万円につきま

しては、本会議における議員各位の御意見

を初め、関係機関、関係団体からの御意見
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を踏まえさせていただき、キッズスペース

を含めた整備の内容を、今後、早急に精査

し、議会と相談させていただきながら取り

進めてまいりたいと考えておりますので、

どうか御理解をいただきたいと思っている

ところでございます。 

 私からは以上であります。 

○議長（大原 昇君） 教育長。 

○教育長（平野浩司君） 私からも、１

点、再説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 １０款、教育費、４項、社会教育費、５

目、図書館費の臨時職員賃金の吉住議員の

質問に対して再説明をさせていただきたい

と存じます。 

 まず、再任用職員と嘱託職員の人件費に

ついてでありますが、新年度企画で再任用

職員の人件費が約４００万円、それから、

これは館長を想定していますけれども、嘱

託職員の人件費が約３６０万円で、その差

額が約４０万円となっております。 

 次に、館長についてでありますが、予算

編成時期においては、昨日部長のほうから

説明したとおり、再任用職員の配置を予定

しておりましたが、数日前に配置を予定し

ていた職員から再任用辞退の申し出があり

ましたことから、現時点においては、学校

長ＯＢの嘱託職員の配置に向けて取り組ん

でいるところでありますけれども、流動的

な状況にあります。 

 人材の確保の見通しが立った場合には、

早い時期に予算の組みかえをお願いするこ

ととなりますが、この嘱託職員の配置が困

難な場合においては、職員又は臨時職員に

よる配置で対応してまいりたいと思います

ので、御理解のほどをよろしくお願いした

いと存じます。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

８号平成２９年度美幌町一般会計予算につ

いての質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１３時といたします。 

午前１１時４６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時００分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第１９号平成２９年度美幌町国民健

康保険特別会計予算について、歳入歳出一

括して質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ３１３ページでご

ざいますけれども、この中にジェネリック

医薬品利用差額通知作製委託料ということ

で３万１,０００円が計上されております。 

 平成２４年から２８年度の利用実績につ

いてお示しください。数量、金額ベースで

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） それで

は、上杉議員から御質問をいただきました

ジェネリック医薬品利用差額通知作製委託

料に係る実績について御説明したいと思い

ます。 

 こちらは、１１月の診療分をいつもジェ

ネリック医薬品の差額通知に使っておりま

すので、１１月の診療分をベースに、過去

５年間の数値を資料として作成いたしまし

た。 

 件数につきましては、平成２８年１１月

で１万４６３個、そのうち後発品に変更が

可能な先発品は２,２８１個となっておりま

す。 

 金額ベースでいきますと、薬剤料額がト

ータル２,５３０万３,４８１円のうち、後

発品に変更が可能な先発品は４６９万３,７

６６円となっております。 

 その結果、こちらの変更可能な先発品が

後発品に変更した場合の最大効果額としま

しては、平成２８年度１１月分で２７３万

６５４円、保険者の負担分につきましては

２０６万３,９１３円、自己負担分では６６

万６,７４１円となっているところでござい
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ます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） これは、平成２４

年からの経過を見ていくと、数量ベースで

言えば１７.１％のプラスということで、約

６割の伸びですし、金額ベースでも約４

６％伸びているということで、後発品の利

用率が徐々に高まってきていることは国保

財政にとってもいいことだと思うのです。 

 最大効果額でも、町の負担が約２,５００

万円ぐらい、患者負担が８００万円ぐらい

軽減されるということですけれども、ジェ

ネリック医薬品について、利用する側、い

わゆる被保険者の認識がまだまだ十分では

ないと思うのですが、今、町が行っている

利用促進策以外に、さらにジェネリックを

利用促進するために何か考えられているよ

うな対策はございますか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） 現在のジ

ェネリック医薬品利用の差額の通知は年２

回発行しておりまして、そのほか、全被保

険者に対してジェネリック医薬品利用のＰ

Ｒということで、健康保険証の更新時にパ

ンフレットを同封して周知に努めていると

ころでございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 私も過去に一般質

問をした関係もあって、毎回見るようにし

ていますし、私自身はクリニックの窓口に

行ったときに、それを見せてジェネリック

医薬品があれば対応をしてもらっています

けれども、加入者の皆さんは、それを使う

ことによって自己負担も減るというところ

まで理解されていない方が多いと思いま

す。先ほどの年２回の通知のほかに、保険

証の更新時にＰＲしているということでし

たが、私は国保の被保険者ですので、そう

いったものが入っているのは承知しており

ますけれども、これ以外に、出前講座で出

ていくとか、出前講座と直接かかわらなく

ても、民生部の職員が出て行ったときに、

こういうものがあるということでＰＲする

とか、できるだけ口コミで利用促進をして

いくことで、町にとっても患者さんにとっ

ても医療費の負担の軽減を図れるというこ

とですので、鋭意工夫しながら取り組んで

いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明） ただいま御指摘

があったところにつきましても、機会があ

るごとに、自己負担が減るということを含

めて、町民への啓発に努めてまいりたいと

考えておりますし、いろいろな方策を考え

ていきたいと思っておりますので、よろし

くお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ３１５ページの一

般被保険者療養給付費１５億１,１６９万

円、退職被保険者等療養給付費４,９１３万

８,０００円でございますが、平成２８年度

の実行見込み及び２９年度当初予算の比較

で、受診件数並びに１人当たり給付額の御

説明をいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） ただいま

御質問いただきました療養給付費の金額並

びに１人当たりの給付額、受診件数につい

て御説明したいと思います。 

 療養給付費につきましては、前年度の見

込みから過去３年及び過去４年の伸び率を

参考にして積算した数字でございます。 

 平成２９年度見込み額は、一般被保険者

分が１５億１,１６９万円、退職被保険者分

が４,９１３万８,０００円となっておりま

す。 

 見込み受診件につきましては、前年度の

各月の診療件数をベースに見込んだ数値で

積算しており、平成２９年度見込み受診件

数は、一般被保険者分が８万５,２０４件、
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退職被保険者分が２,６０４件です。 

 １人当たりの療養給付費見込み額につき

ましては、年度末の被保険者数を見込み、

過去の年度途中の移動の推移をベースに勘

案した被保険者で１人当たりの数字を積算

しているものでございます。平成２９年度

１人当たり療養給付費見込額は、一般被保

険者分が２８万２,８７６円、退職被保険者

分が４６万７,９８０円となっております。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今の説明でよくわ

かりました。 

 退職被保険者分の１人当たりの給付見込

み額は、平成２８年度の見込みに対して１

６.８％ということで、尐しアップ率が高い

のですけれども、この要因についてはどの

ように押さえているでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） 退職被保

険者に係る１人当たりの療養給付費の見込

みが高い件についてでございますが、退職

被保険者の方につきましては、年齢が６０

歳から６５歳までの方ではあるのですが、

その方たちが療養する疾病の種別について

医療点数の高いものがかなり多いというこ

とで、被保険者の数は多くないのですが、

医療の点数が伸びているということで１人

当たりが高くなっているものでございま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 私は、３３１ペ

ージのがん検診負担金８４７万５,０００

円、脳ドック負担金１５９万６,０００円の

積算根拠について、また、受診率向上対策

について説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） がん検診

負担金、脳ドック負担金の積算根拠及び受

診率向上対策について御説明したいと思い

ます。 

 がん検診負担金、脳ドック負担金の積算

根拠につきましては、前年度の受診者数に

対して国保の被保険者数の割合に健診機関

の見積もり単価を乗じて積算しているもの

でございます。 

 検査予定数というのは人数ですが、こち

らに国保の受診者の割合を掛けまして、さ

らに各医療機関からの見積もり単価を掛け

まして、金額を積算しているものでござい

ます。 

 受診率向上対策につきましては、一般会

計の予防費の受診対策と同様に、同日にレ

ディース検診の実施や出前講座の実施など

によりまして、周知方法や受診勧奨対策の

強化を図っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 説明については

理解しているつもりです。昨年より減額さ

れている原因としては、脳ドック受診者の

減のために予算が削られたのかと思ってい

るところですが、最近言われている中に

は、脳梗塞とか脳内出血によって認知症に

なっていく確率が高いと言われているの

で、できれば脳ドックを受けて、脳に異常

がないことを確認する必要があると思って

いるところです。 

 脳ドックを受ける人たちが減尐している

原因というのはどういうところにあるの

か、調査したことはあるでしょうか。もし

わかればお答えしていただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 昨年と比

べてというお話ですが、一般会計で申し上

げれば、昨年とは同じ２００人ということ

になっています。 

 どこの時点で減っているかというと、美

幌クリニックが閉院になったということ

で、北見の道東脳外と網走脳外に行かない

と脳ドックが受けられないということで、
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町外に足を運んでいただかなくてはいけな

いというところが負担となっていると考え

ております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 確かに、美幌ク

リニックがなくなったことによっての受診

者減というのは理解できないわけではない

のですけれども、認知症を予防するために

必要なことでもありますし、もし町外の病

院を受診しなければならないということに

なると、ほかに方法がないのかという思い

があるのです。行きやすい状況を考えてい

くことがこれからの役割ではないかと思っ

ていますので、そこら辺のことも十分考え

た上で対応していただければと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ３３１ページです

が、がん検診の受診者数を数字でいただい

ております。 

 そこで、表の見方ですけれども、例えば

平成２８年度の見込みで言えば、胃がんで

ピロリ菌、肺がんで低線量ＣＴの二つが追

加で入ってきていますので、この二つを除

けば、平成２８年度は平成２５年度対比で

８８.６％と尐し落ちたという感じです。多

分、胃がんは、バリウムではなくて、ピロ

リ菌の検査になっているのだと思うので

す。 

 そういう意味で、ピロリ菌、低線量ＣＴ

を加えて、どうなのかというように見るべ

きかと思うのです。もしそのように見ると

すれば、年間２,３６９人ということで、平

成２５年対比では１０６.５％と尐し伸びて

いるということになるのですが、そういう

見方でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 健康推進主幹。 

○健康推進主幹（佐藤和恵君） 胃がん健

診につきましては、がん検診の実施指針が

一部改正となりまして、今まではエックス

線のみだったのですけれども、内視鏡も推

奨しますという方針が出されました。町の

中には内視鏡検査を受けられる方もふえて

いっていると認識しております。 

 ピロリ菌検査イコール胃がん健診と考え

るかということですが、胃がん健診ではな

いと思いますけれども、将来的には胃がん

を予防するという見地で実施しております

ので、ピロリ菌検査を受ければ胃がん健診

は受けなくていいということではなく、胃

がん健診も受けてくださいということでお

勧めをしております。 

 ただ、町民の皆さんには関心を持ってい

ただいていると思っていまして、そこら辺

は前進していると考えております。 

 肺がん検診についてですが、低線量のＣ

Ｔにつきましては、レントゲンを受けられ

るよりももっと小さいものも発見できると

いうことなので、レントゲンより高度で、

実際にはいろいろなところが見つかるとい

うことですので、これを足していただいて

もよろしいと思っています。そうすると、

横ばいと捉えております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） そうしますと、こ

の４年間は各種がん検診の受診者数は横ば

いとなるのですが、対象者をどう見るかで

す。そのことによって、この横ばい状態は

これでいいとなるのか、各種のがんで亡く

なる人を減らしていくための健診の受診率

という点で見ればどうなのでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） 今の御質問で

ございますけれども、対象者という部分

で、がん別でいきますと、肺がんでしたら

３５歳以上という年齢があるのですが、ま

ず、国保全体の加入者、被保険者自体が

年々減ってきているということで、詳しい

対象者別の受診率は出しておりませんが、

対象者が減ってきておりますので、同じ受

診者ということであれば、受診率はわずか
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ながらも向上してきていると考えておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ３３１ページの

特定健康診査委託料の積算根拠について、

また、受診率向上対策についての説明をお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） 特定健康

診査委託料の積算根拠、また、受診率向上

対策についてでございます。 

 まず、特定健康診査委託料の積算根拠に

ついてです。人数につきましては、特定健

診対象者４０歳以上の被保険者に前年度の

受診者数の割合を乗じて積算しておりま

す。単価につきましては、各医療機関から

の見積もりにより積算しております。 

 ですから、金額の計算としましては、受

診者数掛ける単価ということで算定してい

るものでございます。 

 また、受診率向上対策につきましては、

地域行事での健診啓発、町内事業者との個

別健診の受診勧奨等を実施しているところ

でございます。 

 地域行事での健診啓発といたしまして

は、スマッピーカードのイベント時に来庁

者にアンケートを実施するなどしてＰＲに

努めているものでございます。 

 また、町内事業者の個別健診の受診勧奨

等につきましては、例えば青色申告の農業

者の方などが集まる場に職員が出向いてい

きまして、特定健診の受診率の向上のため

のＰＲや説明を行っているところでござい

ます。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 受診勧奨につい

ては、一生懸命努力されて、いろいろな団

体にも働きかけられていますので、そうい

うところでは大変努力されていると思いま

す。また、個別に電話連絡したりというこ

とも聞いておりますし、そういう努力は本

当に認めたいと思います。 

 ただ、もう二、三年前の話になりますけ

れども、メタボリックシンドロームという

ことで皆さん相当意識を持って取り組んだ

時期もあったのですが、最近はそれが余り

聞こえなくなっていると思います。やは

り、健康の大事さを改めて感じていただく

ためには、こういう特定健診が一番大事な

のかと思います。 

 特に、私たちに一番身近な糖尿病とか高

血圧というのは、こういう特定健診で一番

よくわかってくると思いますので、そうい

うところについては、これ以上の努力はな

いと言われるかもしれませんが、やはり努

力していただくしかないと思っています。 

 自分の健康は自分で守るということもあ

るのですけれども、やはり声をかけてもら

うところがなければ聞く耳も持たないと思

いますので、できるだけ多くの人に受診し

ていただけるように、声かけ、勧奨に力を

入れていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） ただいま

議員から御指摘いただきましたとおり、受

診率がそれほど高くはないものですから、

受診率の高い自治体などの取り組みなども

参考にしたり、例えば厚生労働省も年代ご

とに受診されていない事由があるのではな

いかという話もしておりますので、そうい

うことの把握に努めるなどして、特定健診

の重要性を理解していただけるように努め

てまいりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ３３１ページの特

定健診で、受診率の状況については表をい

ただいております。一時、２０％程度とい

うことで努力されて、５割方ふえて今は３

０％ですが、上がらないということで相当
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苦労されているのだと思います。 

 今のやり方で目標に対して急速に接近で

きるという感じを担当としてはお持ちでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） 特定健診

の受診に関してでございますが、先ほど坂

田議員の御質問でもお答えしたとおり、既

に特定健診の受診率の高い自治体がござい

まして、今から始めたところで、まだどの

ような取り組み事例があるのか集め切って

はいないのですが、それぞれいろいろな工

夫をされていまして、美幌町では全然取り

組んでいないようなことをやっている市町

村があるものですから、周知の中身につい

てもう一回きっちり考えて、尐しでもたく

さんの皆様に特定健診の重要性を理解して

いただけるように努めてまいりたいと考え

ているところでございます。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 議会の委員会の中

でも、何とかならないかということで調査

もしていまして、当時は採用されていなか

ったのですが、やはり、自治会を巻き込ん

で、おらが自治会はどうなのだという取り

組みが求められているのではないかと思う

のです。隣の自治会あるいはライバル自治

会なども視野に入れながら、健康づくりの

ためにお互いに競い合うという取り組みも

含めまして、進んだ事例を大いに学びたい

ということなので、そういう動きもぜひ参

考にされて、６０％に接近するという取り

組みを期待したいと思います。 

○議長（大原 昇君） 環境生活主幹。 

○環境生活主幹（佐々木斉君） ただいま

議員がおっしゃられたとおり、いろいろ知

恵を出して、尐しでも高い受診率になるよ

う、特定健診の重要性を理解していただけ

るように努めてまいりたいと思いますの

で、よろしくお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） ３３５ページの国

保基金の積立金のことで、確認になるかと

思います。 

 国保基金残高の推移で、平成２８年度の

見込みが示されました。当年度繰入額は１

億４,０５４万３,０００円で、２８年度末

の基金残高の見込みは２億４５４万８,００

０円ということです。一つは、非常に高い

確率でこのような見込みになるということ

なのでしょうか。 

 あわせて、平成２９年度当初予算では、

１億８,３７３万５,０００円の基金繰り入

れですが、ひところは、当初予算には繰り

入れで計上するけれども、例えば平成２４

年度、２５年度のように、当年度繰り入れ

はゼロというところがありまして、そっく

り基金は残るという時代を経ておりました

が、２８年度あるいは２９年度の繰り入れ

と実際にそれが予算消化されるということ

は、性格が変わってきているので、過去の

ようにはならないだろうと思うのですが、

予算の精度という点ではいかがでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 民生部長。 

○民生部長（高崎利明君） ただいま議員

がおっしゃられたとおり、過去、平成２４

年から２６年までにつきましては、基金の

繰り入れが、なかった分につきましては、

前年度の会計の黒字というか、平成２４年

くらいでしたら１億５,０００万円とか１億

８,０００万円という前年度繰越金の黒字額

もありまして、結果的には基金を繰り入れ

ないで決算を終わっていたところでござい

ます。 

 平成２７年度分につきましては、収支が

非常に厳しくなりまして、２７年度では１,

５９２万５,０００円の繰り入れをして、何

とか黒字で繰り越したところです。 

 平成２８年度につきましては、保険税自

体の全体的な見直しを行いまして、今回の
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当初予算につきましても、２８年度の決算

額を参考に歳入を組ませていただいている

ところですし、２８年度の歳出につきまし

ても、これは３月の補正後の数値ですが、

特別調整交付金が入ってくる分が若干あ

り、歳入の減る分も尐しありますので、若

干の残高上積みはできると思いますけれど

も、見込みの２億４００万円からほとんど

変わらない数字だろうと考えております。 

 平成２９年度につきましても、歳入がほ

ぼ昨年と同じ税率を使っておりますので、

ほぼ見込みどおりと考えております。歳出

につきましても、先ほど上杉議員の見込み

のとおり、平成２８年度決算額では、尐し

伸び率を見ていた分も、決算額に近い数字

で、むしろ厳しいぐらいの予算を計上させ

てもらって基金を繰り入れて、何とか収支

を整えているところです。２９年度末にお

いては、１億８,０００万円の繰り入れでし

て、残高としては２,１００万円の予定であ

りますが、歳出の療養費が伸びると、尐し

厳しくて、基金を取り崩していかなければ

いけない状況もありますが、今の見込みと

しては、何とか２,０００万円程度は２９年

度末に残るのかと考えております。 

 今までどおり、急に歳入がふえて、医療

費の支出がおさまって、基金の繰り入れを

しなくて済むという状況にはないというよ

うに御理解いただきたいと思っておりま

す。 

○２番（大江道男君） わかりました。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第１

９号の質疑を終わります。 

 議案第２０号平成２９年度美幌町後期高

齢者医療特別会計予算について、歳入歳出

一括して質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

０号の質疑を終わります。 

 議案第２１号平成２９年度美幌町介護保

険特別会計予算について、歳入歳出一括し

て質疑を許します。 

 ６番戸澤義典さん。 

○６番（戸澤義典君） 議案書の４０７ペ

ージになります。 

 総務費、介護認定審査会費、認定調査費

のうち、手数料６０２万７,０００円の内容

について御説明をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 手数料の内容

についてでございます。 

 介護保険法により、介護保険要介護認定

申請があったときは、市町村は主治の医師

に対して介護認定申請者の身体上または精

神上の障がいの原因である疾病または負傷

の状況等につき意見を求めるものとすると

なっております。 

 これに基づきまして、要介護認定申請が

あったときには、町がその方の主治医に対

して依頼を行い、申請者の身体状況などに

ついて主治医からの意見書を発行していた

だくことになります。この発行の際の手数

料が６０２万７,０００円でございます。 

 意見書を提出いただいた後に依頼しまし

た主治医の所属する病（医）院に対し、町

から手数料を支出することになります。 

 手数料には４パターンございます。申請

者が在宅の場合は、新規申請で５,４００

円、更新申請で４,３２０円です。また、申

請者が施設入所や入院の場合につきまして

は、新規で４,３２０円、更新で３,２４０

円となっております。 

 なお、単価につきましては、厚生労働省

が提示する基準額となっております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） ４０９ページで

す。 

 居宅介護予防サービス給付費についてお

伺いしたいと思いますが、平成２８年度と
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比較して予算減となっています。適正にサ

ービスは提供されるのかどうか、説明をお

願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 適正にサービ

スは提供されるのかという御質問でござい

ます。 

 居宅介護予防サービス給付費のうち、訪

問介護（ホームヘルプ）、通所介護（デイ

サービス）につきましては、平成２９年度

から地域支援事業の介護予防・生活支援サ

ービス事業へ移行されることとなりまし

た。 

 事業としましては、居宅介護予防サービ

ス給付事業から介護予防・生活支援サービ

ス事業へ約２,３００万円分が移行いたしま

す。 

 事業内容でございますが、介護保険法の

改正により、要支援１・２の方が利用され

ます訪問介護と通所介護につきまして、こ

れまで全国一律の基準で行われる給付事業

により実施されておりましたが、平成２９

年度から町の基準で行う地域支援事業へ移

行となります。 

 なお、町では、これまでの基準を継承し

た形で基準を定め、各サービス事業所から

のサービス提供体制を今後も同様に継続い

たしますことから、介護保険制度上での事

業区分に変更がありますが、利用者が受け

られるサービス提供体制につきましては、

今と何ら変わるものではございません。こ

れまで同様に適正なサービスを受けられる

体制となっております。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 説明でよくわか

りましたが、平成２８年度から比較します

と、事業費が４００万円近く減額となってい

ます。それはどういう原因で起きているの

か。本当に適正なサービスを受けられると

いう説明は受けましたけれども、本当に安

心して受けられるかどうか、もう尐し具体

的にお話をしていただければと思います。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 増減の額でご

ざいますが、居宅介護予防サービス給付事

業につきましては、平成２９年度から２８

年度で増減がマイナス２,３５７万２,００

０円でございます。移行します介護予防生

活支援サービス事業は２,３０２万３,００

０円となります。こちらが増減２,３０２万

３,０００円で、こちらの増減を比較します

と５４万９,０００円しか変わっておりませ

ん。若干の差異はございますが、状況的に

は同じサービスが受けられるということで

ございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 予算の４０９ペー

ジ、４１０ページの保険給付費についてお

尋ねしますが、平成２８年度の実績見込み

及び２９年度当初予算の月別平均利用者、

予算額についての説明をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 御質問の平成

２８年度実績見込みと２９年度当初予算の

比較につきましては、さきに資料を提出し

ておりますが、２９年度予算は、第６期介

護保険事業計画―平成２７年度から２９

年度までの計画になりますが、こちらの計

画値に基づいて予算計上しております。 

 総体では、おおむね計画どおり推移して

おり、被保険者数と認定者数につきまして

も、計画値の合計にさほど大きな増減はご

ざいません。 

 平成２８年度実績見込みでございます

が、全体的に言いますと、居宅サービス系

が予防事業も含めまして計画値に対して減

尐傾向にございます。 

 まず、一番上の居宅介護給付事業では、

計画値に対して訪問介護が伸びており、通

所介護や通所リハビリテーションの利用が
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減っております。施設介護サービス給付事

業では、住所地特例者、いわゆる町民の方

が町外の特養に入所した場合、保険者は美

幌町となりますので、サービス給付費用を

負担することとなります。こういった方が

若干ふえております。 

 次に、居宅介護予防サービス給付事業で

すが、訪問系、通所系ともに多くのメニュ

ーで計画値よりも利用が減っております。 

 その他給付費はおおむね計画どおりとな

っております。 

 一番下の介護予防生活支援サービス事業

につきましては、先ほど坂田議員の整理番

号９で御説明しましたとおり、平成２９年

度より、居宅介護予防サービス給付事業の

中の訪問介護と通所介護を地域支援事業へ

移行するための項目の頭出しをしておりま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ２カ年の比較で、

どこの給付でどう増減するかという数値を

明らかにしていただきましたので、わかり

ました。 

 それで、施設介護の中の介護老人福祉施

設が、平成２８年度の平均利用で９１人に

対して２９年度は８２人ということで、マ

イナス９人になっています。この理由を承

知しておりませんので、詳しく御説明いた

だけますでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 介護老人福祉

施設の９人の差ですが、現在、町内には特

養の緑の苑があります。こちらが８２人で

定員となるため、町外、例えば隣町とか北

見市のほうに入居されている方は、先ほど

申しましたように、住所地特例ということ

で、美幌町が保険者となります。この分が

ふえているということございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） ４１５ページ

の配食事業運営委託料２７８万１,０００円

のところです。この利用件数の推移を平成

２４年から２８年度までお示しください。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 利用件数の推

移でございます。 

 利用者は、週１回の方、週２回の方、そ

して週３回の方とそれぞれいらっしゃいま

すことから、月平均の配食数で平成２４年

度からそれぞれお示ししております。 

 なお、平成２８年度からは週３回となっ

ておりまして、２月現在で５７３食となっ

ております。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 週３回になっ

たということで、人数は変わらないという

理解でよろしいのですか。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 人数につきま

しては、大体６０名程度が利用されており

ます。ほとんど変更はございません。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 同じ４１５ペ

ージの成年後見人報酬扶助１３４万４,００

０円についてですけれども、これは新しい

事業でありまして、平成２７年、２８年度

の利用人数をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 福祉主幹。 

○福祉主幹（遠藤 明君） 利用件数の推

移でございます。 

 成年後見人報酬扶助につきましては、成

年後見制度の利用に係る費用負担が困難な

方に対しまして、その費用を助成するもの

であり、家庭裁判所への審判請求費用及び

成年後見人などへの報酬が費用内容となっ

ております。 

 御質問の利用件数の推移でございます

が、平成２７年度は１名、２８年度は３名
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の方が利用している状況となっておりま

す。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 利用状況はわ

かりました。ありがとうございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

１号の質疑を終わります。 

 入れかえのため、暫時休憩いたします。 

午後 １時４６分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 １時４７分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第２２号平成２９年度美幌町公共下

水道特別会計予算について、歳入歳出一括

して質疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ４５５ページ、公

共下水道費、建設費の下水道終末処理場施

設ストックマネジメント基本計画策定委託

料２,１００万円についてでございますが、

事業内容と今後のスケジュールについてお

尋ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 下水道終末処

理場施設ストックマネジメント基本計画策

定業務内容と今後のスケジュールについて

でありますが、平成２０年度に下水道長寿

命化支援制度が創設され、平成２５年度以

降の交付金を活用した改修に当たっては、

長寿命化計画に位置づけられていることが

条件であることから、本町においても、同

計画を策定し、改築等を実施してきまし

た。 

 平成２７年度の下水道法改正に伴い、施

設の調査や改築を補助で実施するために

は、下水道施設ストックマネジメント計画

の策定が必須となり、平成３０年１１月ま

でに全ての事業体で改正下水道法に合わせ

た事業計画の策定が必要となり、今後、交

付金を活用した改築に当たっては、ストッ

クマネジメント基本計画が策定され、同計

画に基づいていることが条件であることか

ら、本町においても平成２９年度に同計画

を策定するものであります。 

 具体的な業務の概要についてですが、施

設の情報の収集と整理、リスクの評価、施

設管理の目標設定、長期的な改築事業シナ

リオ設定、点検・調査計画の策定でありま

す。 

 また、今後のスケジュールについてであ

りますが、平成２９年度、美幌下水終末処

理場ストックマネジメント基本計画策定、

平成３０年度、美幌下水終末処理場ストッ

クマネジメント計画策定、これにつきまし

ては汚泥処理施設改築更新の計画です。平

成３１年度、汚泥処理施設更新の実施設

計、３２年度、汚泥処理施設更新の工事に

向けて進めてまいりたいと考えておりま

す。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今年度実施する基

本計画の概要やスケジュールについて、

今、御説明いただきましたので、わかりま

したけれども、ことしの事業については、

社会資本整備総合交付金事業によって行う

ということですけれども、実際に来年以降

の基本計画、さらには、実施設計、最終の

３２年度には汚泥施設の更新工事が始まる

ということですけれども、この事業は、流

れとしては交付金事業が平成３２年までず

っとこの補助率で補助されて残りは起債と

いう形で進んでいくのか、その辺の財源に

ついての御説明をお願いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） ただいま

の質問でございます。 
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 基本計画策定、また、その次の年の平成

３０年度の計画策定についてですが、２９

年、３０年につきましては、１０分の５の

補助率でございます。工事に入りますと１

０分の５.５の補助率でございまして、残り

については起債対応ということですので、

よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ４５５ページ、公

共下水道費、建設費、下水道長寿命化管渠

実施設計委託料１,０００万円の業務内容と

今後のスケジュールについて説明をお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 下水道長寿命

化管渠実施設計委託業務内容及び今後のス

ケジュールについてでありますが、美幌町

の下水道は昭和４８年から整備に着手し、

現在では約１６４キロメートルに及ぶ管路

を整備しております。 

 調査対象とした管渠は重要な幹線として

位置づけ、経過年数が３０年以上の管渠を

対象に平成２２年度から平成２８年度まで

調査を実施してきました。 

 調査した結果については、平成２８年度

下水道長寿命化計画策定業務において取り

まとめを行い、調査結果を踏まえ、改築が

必要と判断された管渠を対象に実施設計を

行うものであります。 

 今後の業務の概要については、場所とし

まして、新町、仲町、栄町、東３北２丁目

から４丁目、三橋町２丁目の一部区間であ

ります。 

 委託延長につきましては１キロメートル

でございます。 

 対象施設につきましては、管種がヒュー

ム管でございます。口径２００ミリから４

５０ミリ、工法検討の主なものにつきまし

ては、更生工法でございます。その中で工

事が積算できるまでの設計委託、数量及び

設計図等の部分について実施設計を行うも

のでございます。 

 今後のスケジュールにつきましては、平

成２９年度下水道長寿命化管渠実施設計、

３０年度管渠更新工事、３１年度管渠更新

工事、３２年度管渠更新工事の４年をもち

まして計画をしてまいりたいと考えており

ます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 工事内容はわかり

ました。 

 それで、工法検討で、主に更生工法とあ

りますけれども、今までの在来工法との比

較といいますか、詳しい内容についてと、

新工法と在来工法との工事費の比較、新工

法は今までの半分の建設費で済むというよ

うなことをお聞きします。 

○議長（大原 昇君） 建設主幹。 

○建設主幹（川原武志君） 下水道の改築

工事の中には、一般的に、修繕、改築とい

う区分がありまして、その改築の中には、

更新と長寿命化対策ということでありまし

て、今回の計画で行うものにつきまして

は、長寿命化対策ということで主に更新と

いう工法を今検討しております。 

 積算の中身につきましては、今後、実施

設計によって進めてまいりたいと考えてお

りますが、一般的に改築工法の中につきま

しては、更生工法と布設替工法の大きく二

つに分かれています。 

 この更生工法の中には、自立管、今現在

入っている管を主に使う場合と、複合管と

いうことで、内面的なものについて補強す

るという工法がありまして、それを、今

後、この実施設計の中で検討してまいりた

いと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） 建設水道部長。 

○建設水道部長（小西 守君） 補足させ

ていただきます。 
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 現在、更生工法という工法を考えており

ます。 

 それから、先ほど議員が言われていまし

た従前の開削工法を行う場合は、管が潰れ

ていて全く使えないときに並列して管を設

置する工法でございます。 

 今回は、３０年以上たっている８７キロ

メートルの管渠のうち１６キロメートルを

重要幹線として調査しております。その中

で、１キロメートルの管を更生工法、要す

るに管の内面にひびが入っているという状

況で、使えない状況ではないけれども、外

部からの水漏れがあったり、汚水が外に出

て行くという状況があるものですから、更

生工法として管の内面に塗膜する方法と

か、いろいろな工法があるのですが、そう

いう工法で行っていくことによって、道路

の開削をしないで済むとか、工期が短くて

済むというものです。 

 開削工法と金額の比較はしておりません

けれども、これが今行われている一般的な

工法で、その中でもいろいろな種類がある

わけですが、どれが一番安いのかを比較検

討しながら実施設計を行うというのが今回

の内容でございますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 更生工法は、いろ

いろ種類があって、これでやるという決定

はまだしていないということで、理解しま

した。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

２号の質疑を終わります。 

 議案第２３号平成２９年度美幌町個別排

水処理特別会計予算について、歳入歳出一

括して質疑を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

３号の質疑を終わります。 

 暫時休憩します。 

 再開は１４時１５分といたします。  

午後 １時５９分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時１５分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第２４号平成２９年度美幌町水道事

業会計予算について、歳入歳出一括して質

疑を許します。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） ５１７ページの工

事請負費、水道管路整備事業の中で、老朽

管及び耐震管の整備状況の説明をお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） 御質問の老朽

管及び耐震管の整備状況ですが、平成２８

年度末、導水管、送水管、配水管の合計延

長２４万１,８１２.８２メートルに対しま

して、老朽管１万３,５００.１５メート

ル、５.６％、耐震管８,８３３.７４メート

ル、３.７％、耐震適合管２万５,１８５.０

７メートル、１０.４％となっております。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） 未耐震管がまだ８

０％以上も残っているということです。美

幌の場合、地震災害は低い土地柄ですけれ

ども、水道は一番大事なライフラインです

ので、スピード感をもって更新整備をお願

いしたいと思います。その辺のところにつ

いて、よろしくお願いします。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） ただいまの御

質問でございます。 

 管路の耐震化につきまして、地震と災害

時の安定給水には必要かつ欠かせない重要

な施策であると考えております。しかしな

がら、管路全体を耐震化するには、莫大な
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事業費と長い年月が必要になると考えてお

りまして、基幹管路である導水管、送水

管、配水本管を先行して耐震化を進めてい

きたいと考えております。 

 また、老朽管の更新についてですが、現

在、老朽管の中でも漏水等事故の発生率が

高い硬質塩化ビニール管を優先して布設が

えを実施しております。その布設がえの際

には、耐震適合管等を使いまして、耐震化

も図りながら整備を進めているところであ

ります。 

 今後も迅速な対応ができるように進めて

いきたいと思いますので、よろしくお願い

いたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） よくわかりまし

た。 

 同じ５１７ページですが、量水器筺の３,

０１２万１,０００円について、その取りか

え状況を教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） 御質問の量水

器収納筺の取りかえ状況でございますが、

総対象個数６,７０５カ所に対しまして、平

成２４年度から平成２８年度までの５カ年

で、３,８７８カ所の取りかえを実施してお

り、整備率は５７.８％となっております。

新年度取りかえ予定の９１６カ所を加えま

すと、平成２９年度末の整備率は７１.５％

となる見込みです。残りの１,９１１カ所に

つきましては、平成３０年度から３４年度

までの５カ年で実施する予定となっており

ます。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） これを見ますと、

平成２４年度から伸縮型の量水器というこ

とですので、８年ごとの取りかえというこ

とで、３３年度からのものは別として、工

費が従来工法から見たら格段に安くなると

いう理解でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 水道主幹。 

○水道主幹（御田順司君） 今、議員の御

指摘のとおり、伸縮式の量水器筺を取りか

えることで、次回のメーター器の取りかえ

等は掘削等を要しないということで、費用

は安く実施できるということです。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

４号の質疑を終わります。 

 入れかえのため、暫時休憩いたします。 

午後 ２時２１分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ２時２１分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 議案第２５号平成２９年度美幌町病院事

業会計予算について、歳入歳出一括して質

疑を許します。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５３９ページの給

与費の職員数でございますけれども、対前

年度比増の医療技術員の職種について御説

明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 上杉議員の

御質問にお答え申し上げます。 

 対前年度比増の医療技術員の職種につい

てでございますが、平成２９年度に増員す

る医療技術者につきましては、病棟でリハ

ビリテーションを提供する理学療法士１名

と作業療法士１名でございます。 

 増員の理由でございますけれども、高齢

化社会が進む中、患者様の多くは生活支援

を必要とする高齢者ということになってお

りまして、従来の治す医療から、治し支え

る生活支援型の医療が求められているとこ

ろでございます。 

 このため、医療と介護を複合化し対応で
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きる体制といたしまして、現在の一般病床

の一部に軽度の急性期から回復期までをカ

バーできる地域包括ケア病床の導入―こ

れは届け出になりますけれども、これをし

たいと考えているところでございます。 

 地域包括ケア病床では在宅・生活復帰支

援の機能が求められておりまして、リハビ

リスタッフを手厚く配置する必要があるこ

とから、リハビリスタッフの増員を図り、

患者様の身体機能をできるだけ回復させて

在宅復帰を円滑に行おうとするものでござ

います。 

 なお、平成２９年度は、その他に必要な

体制整備もございまして、体制が整い次

第、入院基本料の届け出を変更したいと考

えております。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） ただいま、理学療

法士と作業療法士をそれぞれ１名増員した

いということでしたが、説明は地域包括ケ

ア病床の導入ということで、かねてから高

齢者を中心にリハビリを必要とする患者さ

んが年々ふえてきているということですか

ら、望ましいことだと思います。 

 そこでお尋ねですが、入院基本料につい

て、これは届け出制ということで、こうい

う形で職員配置をすることによって診療報

酬面で収入増につながっていくと思います

けれども、どの程度の収入増が見込まれる

のか、お知らせいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいまの

御質問の診療報酬の関係でございますけれ

ども、地域包括ケア病床につきましては、

今回のリハビリ関係の職員の増員のほか

に、施設基準といたしまして、さらに必要

な要件がございます。その要件をクリアし

た中での入院基本料ということになります

が、診療報酬については、包括ということ

で、出来高ではなく、一定の診療報酬が得

られるということになります。期間につい

ては最大６０日までで、入院基本料は包括

で充実した報酬を得られる形になっており

ます。 

 金額にいたしますと、最大で１人１日２

万８,５８０円という診療報酬になっており

ますので、現在、これを何床導入するかに

もかかわってくることですけれども、リハ

ビリスタッフの増員、その他の体制等を含

めて、仮に１０床程度導入したとします

と、最低でも２,０００万円ぐらいの診療報

酬が得られると考えております。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １０番吉住博幸さん。 

○１０番（吉住博幸君） ５３９ページの

病院会計における臨時医師賃金７,１４７万

２,０００円について、積算内容及び平成２

８年度予算との変更点についてお尋ね申し

上げます。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 吉住議員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 臨時医師賃金の積算内容でございますけ

れども、週末、年末年始等の当直支援がご

ざいまして、延べ９６日、金額にして１,９

２７万５,０００円ございます。 

 続きまして、現在、旫川医科大学に派遣

をいただいておりますけれども、眼科の医

師でございます。延べ１０４回、金額にし

て３,５６７万４,０００円でございます。 

 続きまして、月２回、第２・第４月曜日

に派遣をいただいております脳神経外科の

医師でございまして、述べ２４日、金額に

して７０９万４,０００円でございます。 

 続きまして、麻酔科の医師でございまし

て、週１回、具体的に言うと金曜日でござ

いますけれども、全身麻酔の手術を行う際

に派遣をいただいております。５２日で、

金額にして９４２万９,０００円でございま

す。 

 続きまして、昨年の予算との変更点です
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けれども、これまで医者の確保等に必要な

外部医師との情報交換などに係る賃金をこ

の中に計上しておりましたが、本年度よ

り、賃金ではなく、別の研究研修費の謝金

の中に計上させていただいております。 

 参考までに、謝金の予算額は６回で１７

３万６,０００円となっておりますので、御

理解をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 変更点につい

て、再度お尋ねいたします。 

 適正に処理されたという思いがあります

が、参考までに、６回の２８万９,３４０円

については、細く内部を分解すると、俗に

言う交通費が入っての単価として認識して

おけばいいのか、そこら辺をいま一度お答

えください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 質問にお

答えいたします。 

 交通費の部分と日当部分についてもこの

金額に含めて積算しておりますので、御理

解をお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５３９ページの臨

時職員賃金４６人分で１億４,３２３万６,

０００円が計上されております。対前年度

比増の職種及び増員の理由についてお聞か

せいただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 上杉議員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 昨年の予算に比べての増額と増員の理由

でございますけれども、御承知のとおり、

診療科等が増加いたしまして、入院患者や

外来患者が大幅に伸びており、そういった

部分に対応する人員を増員することで考え

ております。 

 具体的に言いますと、准看護師２名、看

護補助者１名の３名を増加するという考え

でございます。 

 職種別人数等につきましては、事前に資

料をお配りいたしましたので、そちらをご

らんになられたかと思いますけれども、そ

の他、増額理由については、人数の増加も

ございますが、賃金単価の増加も要因にな

っております。 

 賃金単価の増額につきましては、臨時職

員は、国家公務員の行政職２の賃金表を採

用しておりまして、その部分の増加にかか

わるもの、６月、１２月期の手当ての支給

率の増加、パート等の時間を短く勤務いた

だいている職員の時間数の増加などという

要因が重なっての増加ということで御理解

をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 外来患者の増、入

院患者の増に対するための増員ということ

で、職種ごとの数値は理解できました。 

 それで、例えば准看護師２名を増員する

ということですけれども、採用した場合、

特定の外来での診療か、専属として配置を

されるのか。また、入院患者の増となって

おりますけれども、通常、准看護師の場合

は、宿直とかそういったものはないと思い

ますので、基本的には外来で対応する准看

護師あるいは看護補助者ということの理解

でよろしいでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 准看護師

につきましては、基本的に外来の勤務を想

定しております。 

 看護補助者につきましては、病棟のほう

で入院患者様の介助等を行っておりまし

て、夜勤等もシフトの中で組まれていると

いった職種でございます。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５４１ページの修
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繕費、その他施設器具等修繕料９３２万５,

０００円について御質問しますが、提出い

ただいた資料に記載のとおりでよくわかり

ました。 

 この中のトイレの修繕で２階病棟トイレ

洋式化等ということで４２２万３,０００円

を計上しておりますが、今年度と２カ年ぐ

らいで終了するのかどうかについてお尋ね

しておきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 上杉議員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 トイレの修繕でございますけれども、２

階病棟のトイレということで、具体的な中

身につきましては、現在、男女とも和式ト

イレが１基ずつございます。それを患者様

の要望にお応えしまして、洋式に取りかえ

るという工事を行います。 

 それと同時に、男女兼用のトイレが同じ

２階病棟にあるのですけれども、どうして

も２階病棟は、今、整形外科の入院患者が

多く、足の骨折とか、車椅子を利用された

ときに利用がしにくいということで、入り

口の向きを変えて、さらに中の便器の向き

を車椅子からスムーズに使えるように、１

カ所、位置の変更を行うことを考えており

ます。 

 そのほか、汚物処理用の器具ということ

で、汚物を捨てる際に、シンクのようなも

のなのですけれども、感染等の観点から、

はねにくい器具に取りかえるということを

１カ所行います。 

 それから、従来からあります多目的トイ

レ―もともと車椅子等で利用しやすくな

っている施設でございますけれども、こち

らはつくってから年数がたって、不具合が

生じているということで、更新を１基考え

ております。 

 その他につきましては、洗面器を車椅子

で利用する際に、どうしても奥のほうに車

椅子が入っていかなくて届かないというこ

とで、車椅子でも使いやすいように、洗面

器自体を小型化して利便性を向上させると

いうものを一つ予定しております。 

 また、個室にトイレが５カ所ありまし

て、利用しやすいように、壁に手すりを５

カ所設置して、座りやすく、立ちやすくす

るということも行う予定でございます。 

 今年度は２階病棟を行いまして、来年以

降はどうするかということですが、現在、

３階につきましては、トイレを使用できな

い入院患者様が多いので、今年度２階を設

置した段階で、来年以降、３階病棟をどう

するかについては本年１年かけて検討して

まいりたいと思いますので、御理解をお願

いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） これだけ多くの改

修をして、部屋を更新するということが改

めてわかりましたので、よかったかと思い

ます。 

 ３階は、今後の患者の動向を見てという

ことですけれども、１階については全く改

修する必要がないトイレなのかどうかとい

うことを私は承知しておりませんので、説

明いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） １階の部

分でございますけれども、外来のトイレが

ございまして、男女ともに和式トイレが１

カ所ずつございます。 

 職員トイレもございますけれども、その

分は先の話なので、入院患者様、外来患者

様のことを優先してお話ししますが、同様

に洋式化というものを考えていきたいと思

います。 

 一度、見積もりをお願いして、金額等を

積算してもらってはおります。一度に実施

できればよかったのですけれども、なかな

か金額面、工期の面もございまして、どう

しても工事している間は使えなくなるとい

うことでしたので、３階同様、１階の部分

も１年間様子を見て、年次的に実施するか
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どうか、検討してまいりたいと思いますの

で、御理解をお願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５４３ページの院

内電子システム管理者等委託料６４２万５,

０００円の業務内容と委託先についてお尋

ねいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 院内電子

システム管理者等委託料ということでござ

いますけれども、平成２７年に電子カル

テ・医事システムを整備しております。 

 通常、こういう電子機器は大規模なもの

ですから、専任のシステム管理者を設けて

メンテナンス等を行います。 

 今年度につきましては、現在いる職員の

中で対応しておりましたけれども、そちら

の業務のウエートが非常に高く、本来業務

等に支障を来たしているということでござ

います。新たにコンピューター関係の技術

者等を採用するということも検討したわけ

ですけれども、人件費の面と、その人間を

１人雇ってしまった後のバックアップ体制

がなかなか難しく、外部に委託しますと、

その会社の中で人員を回していただけると

いうことを総合的に勘案いたしまして、外

部に委託する手法を考えさせていただきま

した。 

 委託先につきましては、こちらの電子カ

ルテ・医事システムは札幌にあるコンピュ

ーター会社から納入してデータ等の提供を

受けておりますが、札幌の会社なものです

から、そちらからの派遣等では、時間的な

面、行程、旅費等の面もかさむため、その

札幌の会社と、地元、いわゆる近隣市町の

関係する会社に委託をしまして、人材を派

遣していただくということを考えておりま

す。 

 ちなみに、今考えております業者は、北

見にあるコンピューター会社でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 委託の考え方につ

いてはわかりました。 

 今までは、札幌の会社に電子カルテ・医

事システムの関係を発注して協力していた

だいたということですが、これを北見の会

社に委託するということだと思います。そ

うなった場合、北見の会社がどういうもの

を受注して電算業務を処理しているか承知

しておりませんけれども、医療分野のシス

テムというのは特殊な業務内容ですので、

職員は院内常駐ということで、契約が決ま

った北見の業者の方が札幌の会社と連携し

ながら事務室に入っての対応になると思い

ますが、こういう維持関係のシステムにな

れていないということで、不安点、問題点

はありませんか。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 北見の情

報会社から派遣を受けたとしましても、御

指摘のとおり、医療関係に完全に精通して

いる職員ではないと考えております。 

 そういった中で、札幌の今の納入会社

は、古くから電子カルテ等をいろいろな病

院に導入している実績がございますので、

その札幌の会社からさらに派遣を一定期間

いただいて、北見の派遣いただける職員の

教育をしていただけるということで、その

教育に対する委託料もこの中に含めている

ということで御理解お願いしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） この予算の中で、

納入業者である札幌の会社も一定期間バッ

クアップされるということですので、尐し

安心しました。 

 いずれにしても、新しいシステムを運用
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していくときに、ここにも書いてあります

ように、そこでダウンしたときは医事全体

に影響を及ぼしますので、やはり、そうい

った面で精通した人たちがバックアップし

てくれる中でしっかりと運用できるように

してほしいと思います。 

 ところで、今の事務室は非常に狭いで

す。そこに、さらに常駐の人が入ってきて

処理をしていく場合に、現在の事務室の中

だけでそういう対応が配置的に可能なのか

どうかが尐し心配なのですが、いかがでし

ょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 御指摘の

とおり、非常に事務室は狭く、現在でも歩

くのに支障を来たすほどですけれども、机

的には、端末が乗っている机が二つござい

まして、現在、そこに人は座っておりませ

ん。ロッカー等を整理した中で、今空いて

いると言ったら尐し表現が変ですけれど

も、二つ分ある机に常駐される職員が座っ

て執務できるような状況をつくってまいり

たいと考えております。 

 以上です。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １１番橋本博之さん。 

○１１番（橋本博之君） ５４３ページの

医師・看護師紹介手数料４４２万４,０００

円の内容を説明いただきたいです。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 橋本議員

からの御質問でございますけれども、紹介

手数料の積算内容でございます。医師につ

きましては、現在、非常勤医師ということ

で麻酔科の医師を紹介会社から紹介いただ

いて勤務いただいておりますが、その１回

当たりの賃金に紹介手数料２０％を乗じた

金額を予算に計上しております。 

 看護師につきましては、看護師の想定年

収の２０％という契約内容でございまし

て、４名の想定年収に手数料の２０％を掛

けて積算した金額となっておりますので、

御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １１番橋本博之さ

ん。 

○１１番（橋本博之君） この計算の方法

ですが、１０万３,３００円掛ける２４回と

いうことになっております。これは、１回

当たりの賃金ということで理解してよろし

いですか。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） この金額

につきましては、一日御勤務いただいたと

きの賃金ということでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） 同じく５４３ペ

ージの医師・看護師紹介手数料についてお

尋ねします。今、同じ項目で橋本議員がお

聞きしていますので、そこからお聞きした

いと思いますが、大きい意味で一つ、今の

説明は説明で成り立つのかと思うのです

が、実は、町長は、執行方針で、積極的に

医師を招聘したいと言っておりました。過

去においても、先ほどの説明のように、年

収の２０％を紹介料として支払ったケース

が何回かございました。そのときに、仮に

医師の年間の給料を２,５００万円として、

その２０％といったら５００万円なので

す。 

 そういう意味で、今回計上されている手

数料という範囲内において、本当に執行方

針で言われた―偶然に本人から来る場合

もありますが、過去の話を振り返ってみた

ら、専門的な紹介会社から受けたら２０％

払っているケースがあるわけですから、結

果として１名の医者が紹介を受けてお勤め

になれば、単純計算で失礼ですが、５００

万円はすぐにかかる話なのです。 

 そういうことで、意気込みが見られない

のです。これに出した答えがおかしいとい

うのではなくて、意気込みが見られないも

のだから、執行方針で延べられたことと合
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致している予算づけをしているのかという

意味合いで捉えていただきたいのです。 

 細かい部分でもう一つ。非常勤医師の麻

酔医が２４回と言われていますが、私の感

覚が尐し違っていれば、忌憚なく御指摘い

ただきたいのですが、単純に麻酔医を紹介

してもらったら賃金の２０％はあるのです

れども、２４回となると、一回一回の麻酔

医が違うのかという感覚で捉えてしまうの

です。これが、医師報酬が例えば２４日分

だから、賃金という意味では単純計算で２

４０万円、２５０万円くらいになって、そ

の２０％という書き方ならわかるけれど

も、同じ２０％という意味では、合計は同

じように見えるのです。「回」と書かれる

と、毎回毎回、紹介会社に照会をかけて、

臨時医師そのものも毎回かわる可能性があ

るのかということです。金額的には変わら

ないと思うのですけれども、そこら辺の認

識の違いというか、私の勘違いであれば間

違えと言っていただきたいのですが、この

「回」という意味合いが尐しわからないも

ので、お教え願いたいと存じます。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま御

質問のありました非常勤医師の紹介手数料

について先に御回答したいと思います。 

 御指摘のとおり、回数という概念につい

て、現在、紹介会社からいただいている請

求は、お勤めいただいた１回当たりの金額

に対して計算されているという概念が当方

にあったものですから、そういう書き方に

なっております。毎回、非常勤の麻酔科の

先生がかわるという意味ではなく、あくま

でも継続してお勤めいただくことになるの

ですけれども、予算書の書き方の概念とし

ては、そういう形で書いてしまいましたの

で、御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 執行方針で言って

いる医師確保の意欲と予算上の意欲が尐し

違うのではないかというお話でありますけ

れども、意欲は満々でございます。 

 意欲満々ではありますが、いろいろな医

師を確保するに当たって、広告を出したり

して、その中で来てくれたりということも

ありますし、当初予算で組むのがなかなか

難しいというような思いがありますので、

意欲は満々あるのですけれども、また医師

確保ができるような状況になれば、議会の

皆さんに補正予算等でお願いをしたいと思

っているところでございます。 

○議長（大原 昇君） １０番吉住博幸さ

ん。 

○１０番（吉住博幸君） わかりました。 

 町長のおっしゃる思いはわかりました

が、予算計上の上では、私の言う論法で言

えば１回分もないわけです。これは、来年

度からはしっかりと計上をしていただきた

いと思います。看護師もいるわけですか

ら、せめて１回分をプラスしてというあり

方が理解しやすいと思っています。もちろ

ん、医師が確保されれば、議会だって相談

を受ければ全面的に支援体制になると思う

のですが、いろいろな話を進めていくの

に、例えば、定数が食われて実際は雇えな

かったという裏話とか、結果的に紹介料が

ないから予算を先に確保しなければ紹介さ

れないとか、そうあってはいけないという

気苦労をするのです。ですから、来年は、

遠慮なく、上げていただきたいと思います

ので、御理解願いたい。 

 終わります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ３番新鞍峯雄さん。 

○３番（新鞍峯雄君） ５４５ページの旅

費の中の研修旅費４４６万円でございます

けれども、平成２８年度決算見込み及び平

成２９年度の積算内容についてお伺いいた

します。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 新鞍議員

の御質問にお答えしたいと思います。 
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 平成２８年度の決算見込みにつきまして

は、金額にして３３６万９,０００円でござ

いますけれども、そのうち医者の研修旅費

等の部分につきましては、道外１３回、道

内６回、合計１９回の１９８万５,０００円

になっております。 

 その他医療技術者、看護師とか医療技師

の研修部分につきましては、１３８万４,０

００円ということで、合計３３６万９,００

０円でございます。 

 平成２９年度の積算内訳につきまして

は、資料を配布しておりますけれども、基

本的な考えといたしまして、医者につきま

しては、道内１回、道外２回の公費負担と

いう考えでございます。 

 そのほかの医療従事者につきましては、

資格取得、スキルアップ等に必要な研修等

の旅費をここに積算しておりますので、御

理解をお願いします。 

○議長（大原 昇君） ３番新鞍峯雄さ

ん。 

○３番（新鞍峯雄君） よく理解いたしま

した。 

 そこで、１点だけお伺いします。毎年こ

ういう研修を行っているわけですけれど

も、研修終了後の報告とかレポートを出し

ていただくということはあるのか、ないの

かお伺いします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 医師につ

きましては、個々の所属する学会等の研修

ということで、特に復命書的なものはいた

だいておりませんけれども、医療技術者等

につきましては、いわゆる出張報告書とい

うことで、我々もそうですが、出張の都

度、出していただいておりますので、御理

解をお願いします。 

○議長（大原 昇君） 暫時休憩いたしま

す。 

 再開は１５時１０分といたします。 

午後 ３時００分 休憩 

――――――――――――――――――― 

午後 ３時１０分 再開 

○議長（大原 昇君） 休憩前に引き続

き、会議を開きます。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５５１ページの資

本的収支の中の器械及び備品購入費１億２

８７万１,０００円の明細についていただい

た資料に示されております。 

 そこで、二つの部分についてお聞かせい

ただきたいと思います。 

 調剤システム・服薬指導支援システム２,

２７３万４,０００円、これは多分、入院患

者のための服薬の指導とかそういうものだ

ろうと思いますが、システムの内容につい

てお聞かせいただきたいのと、こういうシ

ステムは耐用年数が何年なのかということ

です。 

 それから、一番下にございます人工腎臓

装置、これは透析の装置だと思うのです

が、現在、何台設置していて、耐用年数が

それぞれ何年なのかについてお尋ねしたい

と思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま御

質問がありました、調剤システム・服薬指

導支援システムの関係でございます。 

 服薬指導支援システムにつきましては、

薬剤指導に係る記録を作成、保存するシス

テムでございます。病棟で使用するもので

ございます。現在導入している電子カルテ

システムと連動しまして、薬剤師のみなら

ず、医師、看護師が指導内容を参照できる

システムを、今回、新規の導入ということ

でございます。 

 調剤システムにつきましては、従来から

あるシステムでございまして、今回、更新

ということでの計上でございます。耐用年

数は１０年と考えております。 

 それから、人工腎臓装置でございます。

今回は、人工透析監視装置、透析液供給装

置の２種類になっております。今回、透析

監視装置は１６台で、平成１４年、平成１
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７年、平成１８年に導入したものを更新す

るものでございます。 

 透析液供給装置につきましては、平成１

６年に導入された１基を更新するものでご

ざいます。耐用年数につきましては、同様

に１０年でございます。 

 以上でございます。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 服薬指導支援シス

テムというのは、今の説明ですと、薬剤指

導記録を残すシステムだとお聞きしました

が、これは、このシステム導入と診療報酬

の加算とは全く関係なくて、一般的に調剤

する場合に、電子カルテと連動していて、

院内で見られるというシステムだというこ

とですが、報酬との関連というのは一切ご

ざいませんか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま御

質問の診療報酬との兼ね合いでございます

けれども、現在の病棟で薬剤師が服薬指導

を行ったものにつきましては、服薬指導加

算ということで診療報酬の対象になってお

ります。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） ５３５ページでご

ざいます。 

 外来収益の１日１人当たり１万９０１円

ということで、対前年度が１万２,３６８円

で減となっておりますので、主な減収とな

る診療科目、要因について御説明いただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 上杉議員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 昨年に比べまして、１日１人当たりの単

価が下がるという要因でございますけれど

も、例えば、１人の方が数回外来に通われ

るということで、最初のうちは初診料なり

いろいろな処置がございますけれども、回

数を重ねていくごとに、経過観察とか、そ

ういった部分に移るものにつきましては単

価が低くなるということで、具体的に言え

ば、整形外科あたりがそのような形になっ

ております。 

 逆に、診療報酬が高い部分につきまして

は、生活習慣病や慢性疾患患者の多い内科

系は高い単価という傾向になっております

ので、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ８番岡本美代子さん。 

○８番（岡本美代子君） 収益的収入の外

来収益のところで、外来収益（在宅医療）

の在宅及び施設医療別の平成２７年度及び

２８年度の実績人数、外来収益などについ

てお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 岡本議員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 資料をお配りいたしましたけれども、在

宅訪問診療につきましては、平成２７年

度、９名の方に対しまして訪問件数が２８

回ということでございます。 

 グループホームの部分は、こちらから３

カ所に訪問させていただいておりまして、

人数につきましては１０名ということで、

７６回訪問させていただいております。 

 平成２８年度につきましては、在宅の部

分は７名の方に３２回訪問させていただい

ておりまして、グループホームにつきまし

ては、１１人の方に９７回となっておりま

す。 

 そのほか、施設ということで、特別養護

老人ホーム緑の苑でございますが、平成２

７年度には６０名の方を対象に５６０件の

訪問がございます。 

 平成２８年度につきましては、６２名の

方に対して６１３件の訪問という実績でご

ざいますので、御理解をお願いします。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ
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ん。 

○８番（岡本美代子君） 予算書では、在

宅、施設とも２０名という目標値を挙げて

おります。私が心配しているのは、在宅訪

問診療を行っていた医師が退職されるとい

うこともありますので、その辺がどうなの

かと尐し危惧していることと、国保病院が

在宅訪問を行うという基準です。例えば、

国保病院にずっと通っていた方が在宅を受

けられるのか、それとも、どこかから回っ

てきても受けているのか、例えば、国保病

院の中でも在宅をしてくださいと言われて

いることに対して満度に応えられているの

か、その辺のことをお知らせください。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 岡本議員

の御質問にお答えいたしますけれども、３

月に退職する医師に今かかられている患者

さんもおりますけれども、呼吸器内科で１

月に着任した医師が引き続き在宅訪問に通

うということになっておりますので、御理

解をお願いしたいと思います。 

 それから、基準等でございますけれど

も、国保病院の訪問診療の御案内というこ

とで、３年ほど前に立ち上げたときに、対

象となる方は、寝たきりの方、認知症など

で精神症状が強い方ということでございま

して、具体的なことは書いておりませんけ

れども、そういった方々を対象に訪問診療

は対応できるということでアナウンスさせ

ていただいております。 

 ただ、現在の体制の中で、外来等の合間

と言ったら尐し言葉が変ですけれども、そ

の中で対応している部分がございますの

で、仮に数がふえた中で満度に対応できる

かどうかについては、尐し難しい部分があ

ると考えておりますので、御理解をお願い

します。 

○議長（大原 昇君） ８番岡本美代子さ

ん。 

○８番（岡本美代子君） 今、基準を教え

ていただきましたけれども、足腰が本当に

弱った方を病院へ連れていくということが

本当に大変で、訪問診療を受けながらであ

れば在宅でもかなり生活できるという現実

があります。 

 また、今、国保病院を見ていますと、患

者さんが非常にふえていますので、その辺

のところで目標を挙げていただいているけ

れども、現実的にはどうなのかと考えて質

問させていただきました。 

○議長（大原 昇君） ほかにありません

か。 

 ４番上杉晃央さん。 

○４番（上杉晃央君） 同じ項目でござい

ますが、訪問診療と訪問看護の患者数と平

成２８年度収益見込み及び平成２９年度の

予算の比較について御説明いただきたいと

思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 上杉議員

の御質問にお答えいたしたいと思います。 

 平成２８年度の実績でございますけれど

も、在宅訪問診療につきましては、１８名

の方に１２９回訪問させていただきまし

て、金額的に４６万３,４７０円となってお

ります。 

 訪問看護につきましては、１名の方のと

ころに延べ１４件訪問させていただきまし

て、金額につきましては６万９,９００円と

なっております。 

 平成２９年度の予算でございますけれど

も、２０名の方を見込みまして、訪問件数

が１４０件ということで、金額は４９万円

を見込んでおります。 

 訪問看護につきましては、１名の方のと

ころに延べ１２件ということで、６万３,６

００円を見込んでいるということでござい

ますので、御理解をお願いします。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 実績やことしの計

画については承知いたしました。 

 そこで、常勤の医師が今度は９名になる
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ということです。在宅訪問診療に当たる先

生は、診療科目によって全員の先生が当た

るわけではありませんので、今の外来や入

院患者の動向から見ると、現在の医師や看

護師数の中では、これが精いっぱいの数字

ではないかと理解しておりますけれども、

そういう受けとめ方でよろしいでしょう

か。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） 現在の体制

の中でこれが限界ではないかというお話で

ございます。ただ、お勤めいただいている

医師につきましては、訪問診療の重要性に

ついても十分認識しておりまして、そうい

う対象の患者様がいれば積極的に外に出て

いきたいという考え方を持っておりますの

で、決してこれが限界とは捉えていないと

いうことで御理解いただきたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ４番上杉晃央さ

ん。 

○４番（上杉晃央君） 今の説明を聞いて

安心しました。 

 ただ、外来の状況とか患者がふえてきて

いて、医師の負担が過重になるのではない

かという心配でしたけれども、来ていただ

いている先生たちの強い情熱で、できるだ

け町民からのニーズには応えたいというこ

とですので、さらに今後の期待をして、終

わりたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ９番坂田美栄子さん。 

○９番（坂田美栄子君） 同じ５３５ペー

ジの人間ドック２,１５９万円について、対

前年度比減となる理由をお聞かせいただき

たいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 坂田議員

の御質問にお答えしたいと思います。 

 この人間ドックは、企業の健康診断等の

部分なのですけれども、お勤めの方の年齢

層が若くなってきているということで、人

間ドックの対象年齢は内容によって違いま

すが、対象年齢の中でも下の方が非常にふ

えてきているということです。例えば、年

齢が高い方には胃カメラの検査があります

けれども、若い方は項目が尐ないというこ

とで、そういった要因が重なって金額が減

尐になったという理由でございますので、

御理解をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） わからないわけ

ではないのですけれども、人間ドックとい

うのは一番収益が上がる科目ではないかな

と記憶していたものですから、例えば、美

幌町の中には働きかけられる企業がもうな

いのかということもきちんと見きわめなが

ら声をかけていく必要があると思っている

のですが、その点についてはいかがでしょ

うか。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 御指摘の

とおり、収益には非常に有効ではございま

す。 

 企業等の働きかけですけれども、３月

に、今までの実績を踏まえて、過去にドッ

クを受けていただいた企業、新規の企業の

方に対しまして、郵送なりファックスでド

ックの御案内をさせていただいておりま

す。 

 今回につきましては、郵送で御案内させ

ていただいた企業が３０件、ファクスで御

案内させていただいた企業が７７件となっ

ております。 

 ちなみに、３０件の郵送で案内した企業

につきましては、過去に御利用いただいた

企業で現在利用がないところが２２件でご

ざいますので、御理解をお願いいたしま

す。 

○議長（大原 昇君） ９番坂田美栄子さ

ん。 

○９番（坂田美栄子君） 先ほども言いま
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したけれども、ドックは収益が一番期待で

きるところという意味では大事な部門かと

思います。 

 今答弁いただきましたように、以前は利

用していただいたのだけれども、最近利用

されていないというところは、どういうと

ころに原因があるのか。 

 それから、もう一つ考えられることは、

例えば、企業によっては、日中がなかなか

難しいということもあって、例えば、時間

帯の設定とか、受けやすい条件をある程度

企業側の希望も取り入れて、それに対応で

きるかどうかも含めて考えていったらどう

かと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま坂

田議員から御指摘がありましたとおり、企

業に合わせた人間ドックの体制ということ

も一つ検討に値する内容だと思いますの

で、今後、研究、検討をしていきたいと思

っております。 

 また、過去に利用していて、現在は利用

されてない企業様の分析はしておりません

ので、御理解いただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 １番髙橋秀明さん。 

○１番（髙橋秀明君） 同じく５３５ペー

ジの医療相談収益です。健康診断関係です

けれども、各検査の内容と受診者数、治療

受診者数の報告をお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 髙橋議員

の御質問でございます。 

 さきに表でお渡しした数字でございます

けれども、３年間のそれぞれの健康診断、

人間ドック、ピロリ菌検査の数字はごらん

のとおりでございます。 

 そのうち、平成２８年度の部分では、人

間ドックで８２０名受診されまして、その

うち要治療という結果が出た方が２９名、

要精密検査という結果が出た方が１９５名

おりまして、その中で、実際に国保病院で

精密検査を受診された方が６９名というこ

とでございます。 

 あわせて、一般健康診断を含めた数字

は、平成２８年度で２,０４１名の方が人間

ドックなり健康診断を受診いただいており

ます。その中で要治療という判定が出た方

が１２９名、さらに要精密検査という結果

が出た方が４０７名いらっしゃいます。 

 その中で、実際に国保病院で受診をされ

た方が１０９名いらっしゃったということ

でございます。 

 ピロリ菌検査につきましては、中学生を

対象にした検査でございまして、平成２７

年度は中学２年生を対象として１７５名の

検査をいたしまして、要治療６名、要精密

検査１２名という判定の結果が出ておりま

す。 

 実際に治療で受診されたのはそのうち６

名いらっしゃるということでございますの

で、御理解をお願いしたいと思います。 

○議長（大原 昇君） １番髙橋秀明さ

ん。 

○１番（髙橋秀明君） この判断区分の中

で要治療と診断された方で、実際に国保で

治療を受けた人数を教えていただきたいと

思います。あとは、精密検査に関してもそ

うですけれども、再検査を受けてもらう受

診向上の対策をどのように講じているの

か、教えていただきたいと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま髙

橋議員から質問のありました要治療者の中

で国保病院を受診された件数ですけれど

も、こちらについては、ただいま資料を持

ち合わせておりませんので、後ほど御回答

させていただきたいと思います。 

 また、要精密検査等の対象になっている

方に対する受診勧奨の対策でございますけ

れども、それぞれ結果通知書を個人宛てに

送付しているところですが、その判定結果

によっては、急いだほうがいいもの、尐し
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時間を置いてもいいものとさまざまあるの

ですが、人によっては直接電話で早期の健

診をと御案内する場合もありますし、その

他の対象者につきましては、結果通知書の

中に担当医師の受診ができる日程表を同封

したりしながら、受診の勧奨を行っている

ところでございます。 

○議長（大原 昇君） そのほかに質疑は

ありませんか。 

 １２番中嶋すみ江さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） ５５７ページ

の未収金について、過去３年間の未収金の

推移と回収の取り組みについて、よろしく

お願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 中嶋議員

の御質問に答えします。 

 過去３年間の未収金の状況でございます

けれども、未収金の中には、個人の未収金

と、社会保険とか、国保の基金とか、社会

保険者の保険適用分の未収金も合わせての

金額でございますので、それを御理解いた

だいた上で御説明をさせていただきたいと

思います。 

 平成２５年度につきましては、入院、外

来、その他の医業等を合計しまして１億９,

８５３万３,０００円でございまして、その

うちの個人未収金が１,４２９万２,０００

円ということでございます。これは、例え

ば３月の入院費をその時点で締めて、請求

書を送る段階で全て未収金となりますの

で、いわゆる支払いが滞っているという意

味ではない部分も含まれたものと御理解い

ただきたいと思います。 

 同様に、平成２６年度につきましては、

入院が８,５３３万６,０００円、外来が１

億２７４万２,０００円、その他医業が４５

７万８,０００円、医業外が１３２万２,０

００円、合計１億９,３９７万８,０００円

ということでございます。そのうち、個人

が１,３５９万７,０００円となっておりま

す。 

 平成２７年度につきましては、入院が１

億３,３０８万円、外来が１億２,６３４万

９,０００円、その他医業が６６７万３,０

００円、医業外が１,６２０万２,０００円

となり、合計が２億８,２３０万４,０００

円となっております。そのうち、個人につ

きましては１,７９４万１,０００円となっ

ております。 

 未収金の回収の取り組みでございますけ

れども、町税、その他の使用料、手数料と

同様に、文書、電話、あとは戸別訪問によ

る催促、回収を行っているところでござい

ますし、新たな未納をふやさないために

も、支払い窓口での相談、分納誓約を受け

ております。 

 新たに平成２９年度からの取り組みとい

たしましては、裁判所への支払い督促手続

ということで、過去の支払いいただけな

い、滞納されている方に対して、裁判所の

手続にかかる手数料を予算に計上してお

り、そういった対応も実施してまいりたい

と考えておりますので、御理解をお願いし

ます。 

○議長（大原 昇君） １２番中嶋すみ江

さん。 

○１２番（中嶋すみ江君） 患者さんもふ

えている中で、未収金の取り組みに対して

本当に努力していることがうかがわれま

す。 

 そこで、引き続き、未収の取り組みをよ

ろしくお願いいたします。 

 あと一つお伺いしたいのですけれども、

窓口支払いにクレジットカードとかでお支

払したいという患者さんはいらっしゃるで

しょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院総務主幹。 

○病院総務主幹（遠國 求君） 高額の入

院費用でクレジットカードでの支払いとい

う問い合わせは実際にございます。 

 ただいま、クレジット会社の選定手続中

でございまして、例えば、クレジット会社

にかかる費用とか、電話回線等に費用がか
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かるものですから、導入にかかるコスト、

維持にかかるコストを今分析中で、一番よ

い形で効果的なものを選定した上で導入を

図ってまいりたいと考えておりますので、

御理解をお願いします。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

 ２番大江道男さん。 

○２番（大江道男君） 参考資料の１０７

ページ、外来、入院、延患者数と診療実績

について、５カ年間の推移の表をいただき

ました。この表を見まして、平成２７年度

は成績が大変伸びているということで、そ

れまでの４年間の平均の金額が１２億４,４

３７万円に対して、平成２７年度は１.２７

倍、約３倍に上っているということです。 

 また、金額について、３億３,０００万円

の伸びということで、伸びが著しいという

ことを大変うれしく思っております。 

 松井病院長の姿勢がこういう形であらわ

れているのだなということと、医師確保、

医師が充足されているというところの成果

なのだろうということが大枠ではわかるの

ですが、平成２７年度の大きく進展した中

身について、町民的に大いに紹介していく

必要があるのだろうと思いますので、ま

ず、この部分について御報告をお願いした

いと思います。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま大

江議員から御質問のありました平成２７年

度が大きく進展している原因でございます

けれども、整形外科が再開したということ

と、泌尿器科診療の拡大が大変大きかった

と認識しております。 

 その他、ほかの診療科におきましても、

常勤、非常勤にかかわらず、それぞれ御勤

務いただいている医師が最大限の努力を重

ねていただきまして、患者数の確保、診療

の充実に努めてこられた結果だったと認識

しております。 

 特に、外来診療数の増加、手術の関係も

大きく伸びておりまして、これまでは町外

でしかできなかった診療が地元でできると

いう体制が整ったことが非常に大きかった

と考えているところでございます。 

 特に、泌尿器科につきましては、オホー

ツク管内から多くの患者が診療に来ており

まして、管内的にも泌尿器科の先生が尐な

い中、地域医療にも多大な貢献をしている

と考えております。 

 次に、平成２８年度の見通しでございま

すけれども、入院におきましては、患者数

は２７年度をわずかに下回る見込みでござ

います。ただ、収益につきましては２７年

度を上回る見込みとなっております。 

 外来につきましては、患者数、収益とも

に前年を上回る見込みでございまして、総

じて、患者数で年間５,０００人、収益で年

間約２,０００万円ほど増加となる見込みで

ございます。 

 今後の見通しでございますけれども、ま

ず医師の体制でございますが、３月末日で

内科医師１名と総合診療科の医師１名が退

職となりましたが、４月採用の外科医師を

含め、常勤医師９名体制となるものです

が、退職される医師の固定の患者様につき

ましては、それぞれ残る医師にしっかりと

引き継ぎを行いますので、患者数が減ると

いうことがないよう、最大限の努力をして

まいりたいと考えております。 

 また、本年１月から診療に当たっていた

だいております呼吸器内科の常勤の先生に

つきましては、町民が可能な限りこの地域

で呼吸器疾患の治療を受けられるよう精い

っぱい取り組みたいと聞いておりますし、

既に入院では、緩和医療、肺がんの治療、

外来では肺がんの化学療法にも取り組みた

いということで、新たな取り組みとして、

リハビリスタッフと連携しまして、呼吸器

リハビリテーションの取り組みを始めたと

ころでございます。 

 また、４月採用の外科医師につきまして

は、一般の外科診療に加えまして、健診業
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務にも強いということでございますし、外

科系手術のサポートなどにも入る予定でお

りますので、今回、平成２９年度予算に計

上しております収益の要素と、平成２８年

度の実績を踏まえまして計上しておりまし

て、今後、さまざまな諸条件により変動す

ることもありますが、引き続き収益を上げ

られるよう最大限の努力をしてまいりたい

と考えているところでございます。 

 よろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 見通しについても

お示しをいただきまして、ぜひ好転した状

態が継続することを期待しているのです

が、４年間のふけさめを見ますと、いろい

ろあると思うのです。総合診療科が５年前

と比べて３倍に伸びているということも含

めまして、３月に退職される先生の影響は

大きいなと思っています。 

 そういう部分も含めて、今、医師が９名

になるということで、この実績から見まし

ても、いい医師の確保は本当に必要なこと

なのだろうと思いますので、引き続き、１

０名体制ということで最大限の御努力をお

願いしたいと思うのですが、見通しなども

含めて町長から聞かせていただければと思

います。 

 あわせて、美幌の眼科医で白内障の手術

ができないかという強い声がございます。

今は常勤ではないというところで厳しいと

思うのですが、入院、外来を含めて５年前

と比べて１.１５倍くらいにはなっているの

ですけれども、３,２９０万８,０００円と

いう平成２７年度の実績です。現状では、

白内障の手術を行って経過を見ることがで

きない状況なのでしょうか。あるいは、一

定の工夫をすることによって、北見などに

行かなくても手術ができるという状況には

ならないのでしょうか。 

 管内的には、北見では今申し込んでも年

内に手術ができるかどうかわからないとい

う状況で、町民的にも美幌の眼科への期待

が大きいということもあり、こういう点で

の努力の方向性があるのだろうと思います

が、いかがでしょうか。 

○議長（大原 昇君） 病院事務長。 

○病院事務長（但馬憲司君） ただいま大

江議員から御指摘のありました白内障の関

係でございますけれども、現状の週２日半

の体制の中では白内障の手術を実施するこ

とは困難ということで、眼科の先生との協

議をしております。 

 一定の工夫という部分がございますが、

診察の日数をもう一日延ばすことで、その

対策が可能というお話も伺っております。

ただ、今は大学からの派遣ということでご

ざいますので、そちらとの整理がなければ

実現が不可能と考えております。 

 また、白内障の手術の実態でございます

けれども、おっしゃるとおり、北見日赤、

もしくは旫川医大のほうまで行かなければ

白内障の手術はできないという体制になっ

ております。 

 ただ、現状の中で、北見日赤で例えば３

カ月待ちという状態を解消するために、直

接、旫川医大のほうに行くことができれ

ば、その期間を大幅に短縮できるというこ

ともあります。実際に、うちの国保病院の

中で検査を事前に終了させておいて、旫川

医大のほうで手術だけをしに行くという短

期間の白内障の手術の手法にも実際に取り

組んでおりますし、その体制整備も既に終

わっているところでございますので、患者

様の状態によりますけれども、そういった

体制も御利用いただきながら白内障の対応

をしていきたいと考えておりますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） 議員お尋ねの医師

確保についてでありますけれども、やは

り、この町に安心して住めるということで

は、９９床のベッドを持っている国保病院

の医師確保が極めて重要だと思っておりま
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す。その中で、来られる先生も非常にいい

先生ばかり来ていただいて、町民の皆さん

の評価も高いということで、本当に感謝を

いたしているところであります。 

 これも、単に空港が近いということだけ

ではなく、議会の後押しや医師会の皆さん

の協力、あるいは３次医療に近いという利

点があって、命のリレーができるというこ

とが相まって、先生も来やすいのではない

かと思っておりますけれども、今後におい

ても、まず、眼科医師、産婦人科医師の招

聘について、しっかりとした取り組みを今

後についても行っていきたいと思っていま

すので、どうか、引き続き後押しをよろし

くお願いしたいと思っております。 

○議長（大原 昇君） ２番大江道男さ

ん。 

○２番（大江道男君） 公立の病院がお荷

物ではなくて、宝ということで、今変わり

つつあるのだと思います。 

 町の責任者として、引き続き、いい医師

の確保ということで御努力いただきたいと

いうことを申し上げて質問を終わります。 

○議長（大原 昇君） 町長。 

○町長（土谷耕治君） ことしの仕事始め

式で松井病院長が言った言葉が忘れられな

いのですが、この町の病院を目指す子供を

つくっていこうということを言われまし

た。まさに、その先頭に立って、松井病院

長を初め、私も一緒になって頑張っていき

たいと思っていますので、引き続き、議会

の強い後押しもお願いをしたいと思いま

す。 

 そのようにお願いを申し上げまして、私

の答弁にかえさせていただきたいと思いま

す。よろしくお願いをいたしたいと思いま

す。 

○議長（大原 昇君） ほかに質疑はあり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） これで、議案第２

５号の質疑を終わります。 

――――――――――――――――――― 

◎延会の議決 

○議長（大原 昇君） お諮りします。 

 本日の会議は、これで延会いたしたいと

思いますが、これに御異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（大原 昇君） 異議なしと認めま

す。 

 したがって、本日はこれで延会すること

に決定しました。 

――――――――――――――――――― 

◎延会宣言 

○議長（大原 昇君） 本日はこれで延会

いたします。 

 お疲れさまでした。 

      午後 ３時５４分 延会   
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